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Ⅰ 日本銀行の概要 

 

１．沿革 

明治１５年 ６月 日本銀行条例公布（資本金１千万円、営業年限
は開業の日より満３０年） 

 １０月１０日 開業 

２０年 ３月 増資（１千万円→２千万円）公示 

２８年 ８月 増資（２千万円→３千万円）公示 

２９年 ４月 本店店舗を現在地に新築移転 

４３年 ２月 営業年限延長（明治４５年１０月１０日より満
３０年）及び増資（３千万円→６千万円）公示

昭和１７年 ２月 旧日本銀行法公布（資本金１億円） 

 ５月 １日 旧日本銀行法に基づき改組 

２４年 ６月 政策委員会設置 

平成  ９年 ６月 現行日本銀行法公布（資本金１億円） 

１０年 ４月 １日 現行日本銀行法施行 

 

２．目的 

  日本銀行法（以下、「法」という。）では、日本銀行の目的を、「我が

国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を

行うこと」（法第１条第１項）及び「銀行その他の金融機関の間で行われ

る資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資すること」（同

条第２項）と規定している。 

  また、法は、日本銀行が通貨及び金融の調節を行うに当たっての理念と

して、「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資するこ

と」（法第２条）を掲げている。 

 

３．資本金等 

  日本銀行の資本金は１億円である（法第８条第１項）。そのうち      

５５，００８千円（令和７年３月末現在）は政府出資であり（注）、残りは

民間等の出資となっている（図表１）。 

（注）法第８条第２項では、「日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五

百万円を下回ってはならない。」と定められている。 
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（図表１）資本金業態別出資状況（令和７年３月末現在） 

                                      （単位：千円＜単位未満切捨て＞） 

区 分 出  資  金  額 構成比（%） 

政 府 ５５，００８ ５５．０ 

個 人 

金 融 機 関 

公 共 団 体 等 

証 券 会 社 

そ の 他 法 人 

４０，６６１ 

１，７７２ 

１７３ 

１２９ 

２，２５３ 

４０．７ 

１．８ 

０．２ 

０．１ 

２．３ 

民 間 等 計 ４４，９９１ ４５．０ 

合 計 １００，０００ １００．０ 

   

 日本銀行の出資者に対しては、経営参加権が認められていないほか、残

余財産の分配請求権も払込資本金額等の範囲内に限定されている（法第

６０条第２項、附則第２２条第２項）。また、剰余金の出資者への配当は

払込出資金額に対して年５％以内に制限されている（法第５３条第４項）。 

 

４．役員 

  日本銀行には、役員として、総裁、副総裁（２人）、審議委員（６人）、          

監事（３人以内）、理事（６人以内）、参与（若干人）が置かれることと

なっている（法第２１条）。このうち、総裁、副総裁及び審議委員が、政

策委員会を構成している（法第１６条第２項）。 

  総裁、副総裁及び審議委員については両議院の同意を得て内閣が、監事

については内閣が、理事及び参与については政策委員会の推薦に基づいて

財務大臣が、それぞれ任命する（法第２３条）。 

  総裁、副総裁及び審議委員の任期は５年、監事及び理事の任期は４年、

参与の任期は２年となっている（法第２４条）。理事を除く役員について

は、破産手続開始の決定を受けた場合など、法に列挙された事由に該当す

る場合を除き、在任中、その意に反して解任されることはない定めとなっ

ている（法第２５条）。 

  役員の職務及び権限は、以下のとおりとなっている（法第１６条第２項、

第２２条＜図表２＞）。 
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（図表２）役員の職務及び権限 

 職務及び権限 

総 裁 日本銀行を代表し、政策委員会の定めるところに従い、業務を総理する。

また、政策委員会の委員として独立してその職務を執行する。 

副総裁 総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して業務を掌理

し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職

務を行う。また、政策委員会の委員として独立してその職務を執行する。 

審議委員 総裁及び副総裁とともに政策委員会を構成し、委員会として、重要事項の

議決や、役員（監事及び参与を除く。）の職務執行の監督を行う。 

監 事 業務を監査する。また、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、

財務大臣、内閣総理大臣（内閣総理大臣が法第６１条の２の定めるところ

により権限を金融庁長官に委任した場合は金融庁長官）又は政策委員会に

意見を提出することができる。 

理 事 総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して業務を掌理し、総

裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が

欠員のときは総裁の職務を行う。 

参 与 業務運営に関する重要事項について、政策委員会の諮問に応じ、又は必要

があると認めるときは、政策委員会に意見を述べることができる。 
 

 

（図表３）役員の状況（令和７年３月末現在） 

役職 氏名 当初就任年月日 主な職歴（参与は現職） 

総 裁 植田  和男 令和 5年 4月 9日 
日本銀行政策委員会審議委員 

共立女子大学教授 

副総裁 内田  眞一 令和 5年 3月 20 日 日本銀行理事 

 氷見野 良三 令和 5年 3月 20 日 

金融庁長官 

㈱ﾆｯｾｲ基礎研究所総合政策研究部

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ・ﾌｪﾛｰ 

審議委員 中村  豊明 令和 2年 7月 1日 
㈱日立製作所代表執行役執行役副

社長 

 
野口  旭 令和 3年 4月 1日 専修大学経済学部教授 

 
中川  順子 令和 3年 6月 30 日 野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱取締役会長 

 
高田  創 令和 4年 7月 24 日 

岡三証券㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｻｰﾁ・ｾﾝﾀｰ

理事長ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｴｺﾉﾐｽﾄ 

田村  直樹 令和 4年 7月 24 日 

㈱三井住友銀行上席顧問 

㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ上席顧

問 

 
小枝  淳子 令和 7年 3月 26 日 早稲田大学政治経済学術院教授 
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監 事 坂本  哲也（注 1） 令和 3年 4月 1日 日本銀行総務人事局長 

 谷口  文一 令和 5年 9月 20 日 日本銀行システム情報局長 

 市川  健太 令和 6年 2月 1日 東京国税局長 

理 事 加藤  毅（注 2） 令和 3年 4月 1日 日本銀行名古屋支店長 

 清水  誠一 令和 4年 5月 9日 日本銀行企画局長 

 中島  健至 令和 5年 3月 20 日 日本銀行名古屋支店長 

 神山  一成 令和 6年 5月 11 日 日本銀行国際局長 

 諏訪園 健司 令和 6年 9月 10 日 財務省関税局長 

 正木  一博 令和 7年 3月 3日 日本銀行企画局長 

参 与 松本  正義 平成 29 年 6 月 4日 
関西経済連合会会長 

住友電気工業㈱取締役会長 

 飯島  彰己 令和元年 6月 4日 三井物産㈱顧問 

 井阪  隆一 令和 2年 9月 4日 
㈱ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代表取締

役社長 

 十倉  雅和 令和 3年 7月 1日 
日本経済団体連合会会長 

住友化学㈱代表取締役会長（注 3） 

 森田  敏夫 令和 3年 7月 1日 日本証券業協会会長 

 秋池  玲子 令和 4年 6月 12 日 
ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ日本共同代

表 

 嶋尾  正 令和 4年 11 月 1 日 
名古屋商工会議所会頭 

大同特殊鋼㈱相談役 

 小林  健 令和 4年 11 月 17 日 
日本商工会議所会頭 

三菱商事㈱相談役 

 吉川  洋 令和 5年 5月 12 日 

東京大学名誉教授 

財務省財務総合政策研究所名誉所

長 

 福留  朗裕（注 4） 令和 6年 4月 1日 

全国銀行協会会長 

㈱三井住友銀行頭取 CEO（代表取

締役） 

（注１）令和７年３月３１日に監事を退任した。４月１日付けで、播本慶子（日本銀行政策
委員会室長）が監事に就任した。 

（注２）令和７年３月３１日に理事を退任した。４月１日付けで、中村康治（日本銀行調査
統計局長）が理事に就任した。 

（注３）令和７年４月１日に取締役相談役に就任した。 

（注４）令和７年４月１日に参与を退任した。同日付けで、半沢淳一（全国銀行協会会長、
㈱三菱 UFJ 銀行取締役頭取執行役員）が参与に就任した。 
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５．組織 

  令和６年度末時点における組織の概要は以下のとおりである。 

 

（図表４）日本銀行の組織 

本 店

政

策

委

員

会

室
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機
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金
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市
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際

局

発

券

局

業

務

局

シ

ス

テ

ム

情

報

局

情

報

サ

ー

ビ

ス

局

総

務

人

事

局

文

書

局

金

融

研

究

所

政　　策　　委　　員　　会

業 務 調 整 会 議

コンプライアンス会議
(検査室長、外部法律専門家を加える)

支店（３２）、国内事務所（１４）、海外駐在員事務所（７）

総　　　裁

副　総　裁

理　　　事

審 議 委 員 監　　　事

参　　　与
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（図表５）各組織の役割等 

業務調整会議 
業務執行にかかる事項についての組織横断的な検討・調整 

（副総裁及び理事で構成） 

コンプライアンス 

会議 

法令遵守及び公正な職務遂行を確保するために必要な事項にかかる検討

（副総裁及び理事の中から総裁が定める者、検査室長、外部法律専門

家で構成） 

 

本店局室研究所 所管事務 

政策委員会室 

政策委員会の議事の運営、国会との連絡、報道機関を通じた広報、重

要な文書に関する法令面の審査、業務及び組織の運営に関する基本的

事項の企画・立案、予算、決算及び会計、役員に関する諸般の事務、

監事の監査に関する補佐 

検査室 事務処理の検査 

企画局 通貨及び金融の調節に関する基本的事項の企画・立案 

金融機構局 

信用秩序の維持に資することを目的とする施策に関する基本的事項の

企画・立案、考査その他金融機関等の業務及び財産の状況の調査並び

にその結果に基づく助言等、当座預金取引先及び貸出取引先の選定、

手形の割引及び資金の貸付けの実施にかかる具体的事項の決定等 

決済機構局 

決済システムに関する基本的事項の企画・立案、日本銀行が運営する

決済システムへの参加に関する基本的事項の企画・立案、日本銀行の

業務継続に関する基本的事項の企画・立案 

金融市場局 

金融市場調節の実施内容の決定、外国為替平衡操作の実施、国内金融・

資本・外国為替市場の整備、国内外の金融・資本・外国為替市場の調

査・分析 

調査統計局 国内の経済及び財政の調査・分析、統計に関する事務 

国際局 

外国中央銀行・国際機関との連絡・調整、外国中央銀行等の円資産運

用及び国際金融支援に関する業務、日本銀行保有外貨資産の管理、海

外経済・国際金融に関する調査・分析、国際収支統計等の作成 

発券局 銀行券に関する事務、貨幣・地金の出納・鑑査・保管 

業務局 
手形割引、貸付、手形・国債・債券の売買、金銭を担保とする債券の

貸借、預り金、内国為替、国庫金の取扱、買入れ株式等に関する業務

システム情報局 システム開発及び運営 

情報サービス局 一般広報、金融経済教育に関する事務、資料・図書の保管 

総務人事局 組織管理、人事制度、人事、能力開発 

文書局 施設管理、物品調達、警備、輸送等 

金融研究所 
金融・経済の基本問題に関する研究、金融・経済に関する歴史的資料の

収集・保存・公開、学界等との連絡・交流 
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（図表６）本支店及び事務所の所在地と開設時期 

店  名 所   在   地 電話番号 開設年月 

本  店 東京都中央区日本橋本石町 2-1-1 03-3279-1111 明治15年10月

＜支  店＞ 

釧  路 釧路市幸町9-2 0154-24-8100 昭和27年10月

札  幌 札幌市中央区北１条西6-1-1 011-241-5231  〃 17年 1月

函  館 函館市東雲町14-1 0138-27-1161 明治26年 4月

青  森 青森市中央1-11-1 017-734-2151 昭和21年11月

秋  田 秋田市大町2-3-35 018-824-7800 大正 6年 8月

仙  台 仙台市青葉区一番町3-4-8 022-214-3111 昭和16年10月

福  島 福島市本町6-24 024-521-6363 明治32年 7月

前  橋 前橋市大手町2-6-14 027-225-1111 昭和19年12月

横  浜 横浜市中区日本大通20-1 045-661-8111  〃 20年 8月

新  潟 新潟市中央区寄居町344 025-222-3101 大正 3年 7月

金  沢 金沢市広岡3-3-12 076-223-9541 明治42年 3月

甲  府 甲府市中央1-11-31 055-227-2411 昭和20年 7月

松  本 松本市丸の内3-1 0263-34-3500 大正 3年 7月

静  岡 静岡市葵区金座町26-1 054-273-4100 昭和18年 6月

名古屋 名古屋市中区錦2-1-1 052-222-2000 明治30年 3月

京  都 京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町535 075-212-5151  〃 27年 4月

大  阪 大阪市北区中之島2-1-45 06-6202-1111  〃 15年12月

神  戸 神戸市中央区京町81 078-334-1111 昭和 2年 6月

岡  山 岡山市北区丸の内1-6-1 086-227-5111 大正11年 4月

広  島 広島市中区基町8-17 082-227-4100 明治38年 9月

松  江 松江市母衣町55-3 0852-32-1500 大正 7年 3月

下 関 下関市岬之町7-1 083-233-3111 昭和22年12月

高 松 高松市寿町2-1-6 087-825-1111  〃 17年 2月

松 山 松山市三番町4-10-2 089-933-2211 〃  7年11月

高  知 高知市本町3-3-43 088-822-0001  〃 18年11月

北九州 北九州市小倉北区紺屋町13-13 093-541-9111 明治26年10月

福  岡 福岡市中央区天神4-2-1 092-725-5511 昭和16年12月

大  分 大分市長浜町2-13-20 097-533-9110  〃 23年 2月
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長  崎 長崎市炉粕町32 095-820-6111 昭和24年 3月

熊  本 熊本市中央区山崎町15 096-359-9501 大正 6年 8月

鹿児島 鹿児島市上之園町5-15 099-259-3220 昭和18年 4月

那  覇 那覇市おもろまち1-2-1 098-869-0111  〃 47年 5月

（注）平成15年 5月に札幌支店の付属施設として開設した日本銀行旧小樽支店金融資料館の所在地は、

小樽市色内 1-11-16、電話番号は、0134-21-1111。 

＜国内事務所＞ 

水  戸 水戸市南町2-5-5（常陽銀行本店別館） 029-224-2734 昭和20年 8月

帯  広 帯広市西２条南12-1（JR帯広駅北口ビル） 0155-25-5252 〃 21年 8月

旭  川 旭川市４条通9-1703（旭川北洋ビル） 0166-23-3181 〃 21年 8月

盛  岡 盛岡市中央通1-2-3（岩手銀行本店） 019-624-3622 〃 20年 8月

山  形 山形市旅篭町2-2-31（山形銀行旅篭町ビル） 023-622-4004 〃 20年 8月

富  山 富山市堤町通り1-2-26（北陸銀行本店） 076-424-4471 〃 20年 8月

福  井 福井市順化1-1-1（福井銀行本店） 0776-22-4495 〃 21年 2月

長  野 長野市岡田178-8（八十二銀行本店） 026-227-1296 〃 20年 7月

鳥  取 鳥取市栄町402（山陰合同銀行鳥取営業本部ビル） 0857-22-2194 〃 20年10月

徳  島 徳島市西船場町2-24-1（阿波銀行本店） 088-622-3126 〃 20年 4月

佐  賀 佐賀市唐人2-7-20（佐賀銀行本店） 0952-23-8165 〃 21年 2月

宮  崎 宮崎市橘通東4-3-5（宮崎銀行本店） 0985-23-6241 〃 21年 2月

電算ｾﾝﾀｰ 東京都府中市日鋼町1-19 042-351-1111 平成 5年 7月

発券ｾﾝﾀｰ 埼玉県戸田市美女木東1-2-1 048-449-7111 〃 14年11月

 

＜海外駐在員事務所（注）＞ 

ﾆｭｰﾖｰｸ 
140 Broadway, 22nd Floor, New York, NY 10005, 
U.S.A. 

1-212-269-6566 昭和25年10月

ﾜｼﾝﾄﾝ 
1801 Pennsylvania Ave., N.W., Suite 800, 
Washington, D.C. 20006, U.S.A. 

1-202-466-2228 平成 3年 3月

ﾛﾝﾄﾞﾝ 
Basildon House, 7-11 Moorgate, London EC2R 
6AF, U.K. 

44-20-7606-2454 昭和26年 8月

パ  リ 17 Avenue George V, 75008 Paris, France 33-1-4720-7295  〃 27年12月

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 
Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Frankfurt am 
Main, Germany 

49-69-9714310  〃 31年 9月

香 港 
Suite 1012, One Pacific Place, 88 Queensway, 
Central, Hong Kong 

852-2525-8325  〃 32年 7月

北 京 
中華人民共和国 北京市建国門外大街1号 国貿 
大厦2座19層12C室 郵編100004 

86-10-6505-9601 平成15年12月

（注）海外駐在員事務所の開設年月は駐在員が配置された時期をいう。 
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Ⅱ 日本銀行の行う業務 

 

１．金融政策に関する業務 

日本銀行は、「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に

資すること」（法第２条）を目的として、消費者物価の前年比上昇率２％

の「物価安定の目標」のもとで、金融政策の決定・実行に当たっている。

金融政策運営の基本方針は、政策委員会・金融政策決定会合（以下、「決

定会合」という。）で決定されており、日々の金融市場調節における市場

への資金の供給や吸収によって具体化されている。令和６年度中において

は、合計８回の決定会合を開催した。 

年４回（通常１月、４月、７月及び１０月）の決定会合においては、「経

済・物価情勢の展望」（以下、「展望レポート」という。）を決定のうえ公

表している。「展望レポート」では、先行きの経済・物価見通しや上振れ・

下振れ要因を点検し、そのもとでの金融政策運営の考え方を整理している。

また、それ以外の決定会合における経済金融情勢に関する判断は、会合後の

公表文の中で公表している。 

こうした金融政策運営を支えるため、内外の経済金融情勢等に関する調

査・分析を行っており、その主な成果を「展望レポート」、「地域経済報

告」（さくらレポート）等で公表している。また、経済金融に関する基礎

的、学術的研究を行い、その主な成果を「日本銀行ワーキングペーパーシ

リーズ」、「日銀リサーチラボ・シリーズ」、「金融研究」、「金融研究

所ディスカッション・ペーパー・シリーズ」等で公表している。 

また、日本銀行は、法第５４条第１項に基づき、概ね６か月に１回、金融

政策運営に関わる事項（法第１５条第１項各号に掲げる事項）の内容及びそ

れに基づき日本銀行が行った業務の状況を記載した「通貨及び金融の調節に

関する報告書」を作成し、財務大臣を経由して国会に提出している。令和６

年度中の経済金融情勢や金融政策運営、金融市場調節の実績についても、同

報告書（日本銀行ホームページ（https://www.boj.or.jp/）にも掲載）にお

いて詳細に説明している（詳しくは同報告書参照）。 
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２．金融システムに関する業務 

 日本銀行は、「銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の

確保を図り、もって信用秩序の維持に資すること」（法第１条第２項）を

その目的の一つとしている。本目的を達成するため、日本銀行当座預金（以

下、「日銀当座預金」という。）という安全で便利な決済手段を提供する

とともに、各種決済システムの安全性・効率性を高めるための施策を講じ

ている。また、日々の決済業務を担っている個別金融機関の支払不能が、

取引関係等を通じて他の金融機関に波及し、金融システム全体の機能が麻

痺することがないよう、金融システムの安定を図るため種々の取り組みを

行っている。 

具体的には、日本銀行は、流動性不足に陥った金融機関に対して、法第

３３条に基づく有価証券等を担保とする貸付けのほか、法第３７条や法第

３８条に基づく流動性の供給等（「最後の貸し手」機能）を行うことがあ

る。 

これらの「最後の貸し手」機能を適切に発揮するため、考査（法第４４

条に基づく金融機関への立入調査）やオフサイト・モニタリング（役職員

との面談や各種経営資料の分析等による調査）を実施し、取引先金融機関

の経営状態の的確な把握に努めるとともに、必要に応じ、指導・助言を行

うことを通じて、その経営の健全性維持を促している。また、各種セミナ

ーの開催等を通じ、金融機関の経営・リスク管理や業務の高度化に向けた

取り組みを支援している。 

さらに、日本銀行は、考査やオフサイト・モニタリングで得られた知見

も活用しつつ、実体経済と金融資本市場、金融機関行動などの相互連関に

留意しながら、金融システムを全体としてみた場合のリスク評価を行うマ

クロプルーデンスの視点に立って、調査・分析を行っている。その成果は、

「金融システムレポート」等として公表し、金融システムの安定確保に向

けた各経済主体との対話に用いているほか、各種政策の企画や運営にも活

かしている。また、主要国の中央銀行及び銀行監督当局の代表によって構

成されるバーゼル銀行監督委員会をはじめとする諸会合への参加を通じて、

金融システム安定化のための国際的な取り組みに参画している。 

 なお、日本銀行は、「最後の貸し手」機能の性格や目的を踏まえ、法第

３８条に基づき資金の貸付けその他の信用秩序維持のために必要と認めら

れる業務（特融等）を行う場合、従来から、次の４つの原則に基づいて、

その可否を判断してきている。 
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 原則１．システミック・リスクが顕現化する惧れがあること 

  〃 ２．日本銀行の資金供与が必要不可欠であること 

  〃 ３．モラルハザード防止の観点から、関係者の責任の明確化が図ら

れるなど適切な対応が講じられること 

  〃 ４．日本銀行自身の財務の健全性維持に配慮すること 

 

（図表７）取引先金融機関数一覧（令和６年度末） 

（ ）内は令和５年度末 

 当座預金 
相対型 

電子貸付 
手形貸付 当座貸越 

うち考査契約
締結先 

銀     行 121 （123） 121 （123） 121 （123） 121 （123） 121 （123）

信 託 銀 行  11 （ 11） 11 （ 11） 8 （  8） 8 （  8） 11 （ 11）

外 国 銀 行 47 （ 48） 47 （ 48） 35 （ 36） 38 （ 39） 36 （ 37）

信 用 金 庫 247 （247） 247 （247） 114 （113） 136 （135） 195 （194）

金融商品取引業者 36 （ 36） 36 （ 36） 29 （ 30） 35 （ 35） 34 （ 34）

銀 行 協 会 1 （  1） 0 （  0） 0 （  0） 0 （  0） 0 （  0）

そ の 他 18 （ 18） 9 （  9） 9 （  9） 9 （  9） 11 （ 11）

合   計 481 （484） 471 （474） 316 （319） 347 （349） 408 （410）

 

（図表８）考査の実施先数推移 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

国 内 銀 行 20 20 20 

信 用 金 庫 37 42 41 

外国銀行・金融商品取引業者等 4 5 7 

合     計 61 67 68 

 
 

３．決済システム・市場基盤整備に関する業務 

日本銀行は、日本銀行券や日銀当座預金という安全で便利な決済手段を

提供しているほか、国債振替決済制度における振替機関として、国債の決

済業務を行っている。また、日銀当座預金の提供や国債決済の業務を安全

かつ効率的に行うため、日本銀行金融ネットワークシステム（日銀ネット）

というコンピュータ・ネットワークシステムを運営している。 
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 さらに、決済システムが安全かつ効率的に機能するよう、決済システム

の運営者・参加者に対して、オーバーサイト（モニタリングや必要な改善

の働きかけ）を行っている。また、国際決済銀行（ＢＩＳ）の決済・市場

インフラ委員会等への参加をはじめ、海外の中央銀行等とともに決済シス

テムに関する諸施策の検討・研究に参画している。 

 このほか、市場機能の強化や効率化を図るとともに、金融業務や市場取

引のリスク管理の向上とイノベーションを支援するために、国際的な観点

も踏まえつつ、市場参加者との意見交換や市場慣行の策定・見直しの支援、

市場取引に関する統計の作成・公表等といったかたちで、金融・資本市場

基盤の整備にも取り組んでいる。また、こうした取り組みの一環として、

災害その他の危機発生時に備えて日本銀行自身の業務継続体制を整備する

とともに、金融市場や金融・決済システム全体で実効性ある業務継続体制

が整備されるよう、必要な働きかけ等を行っている。 

こうした決済システム・市場基盤整備に係る施策等を適切に実施してい

くため、決済システムの安全性・効率性や金融市場・制度に関する調査・

分析や基礎的研究を行っている。中央銀行デジタル通貨（日銀当座預金と

は異なる新たな形態の電子的な中央銀行マネー）について、日本銀行では、

現時点で発行する計画はないものの、決済システム全体の安定性と効率性

を確保する観点から、今後の様々な環境変化に的確に対応できるよう必要

な検討を行っている。 

 

４．国際分野に関する業務 

日本銀行は、保有外貨資産の管理、外国為替の売買、外国中央銀行等や

国際機関による円貨資産の運用等に協力するための業務等を行っている

ほか、国際収支統計の作成や外国為替平衡操作（いわゆる為替介入）等の

国の事務を取り扱っている。 

また、Ｇ２０、Ｇ７、国際通貨基金（ＩＭＦ）、国際決済銀行（ＢＩＳ）、

金融安定理事会（ＦＳＢ）、気候変動リスク等に係る金融当局ネットワー

ク（ＮＧＦＳ）、アジアの金融当局間の諸会合への参加を通じて、金融市

場安定化のための取り組みやグローバルな金融経済情勢の議論、市場環境

整備、気候変動対応等に関する国際的な作業に参画している。 

このうち、アジアについては、東アジア・オセアニア中央銀行役員会議

（ＥＭＥＡＰ）、ＡＳＥＡＮ＋３への参加などを通じた協力の推進、金融

経済の安定確保に向けた技術協力や研修の強化を行っている。こうした活
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動を通じ、域内金融セーフティネットの整備に貢献し、アジアの通貨金融

システムの一層の安定を促している。 

 

５．銀行券の発行・流通・管理に関する業務 

 日本銀行は、銀行券の安定供給を確保するとともに、その信認を維持す

るため、銀行券の受入れ・支払いのほか、受け入れた銀行券の鑑査（枚数

の計査、真偽の鑑定及び再流通可能性の判別）等の業務を本支店において

行っている。また、貨幣についても、政府からその交付を受け、市中に流

通させている。 

安心して銀行券・貨幣を使える環境整備の一環として、汚れや傷みの激

しい銀行券の再流通を抑制し、流通する銀行券のクリーン度を維持するこ

とに努めているほか、国内関係先や海外中央銀行等とも協力しつつ、通貨

の偽造防止や円滑な流通に関する調査・研究、知識普及等にも積極的に取

り組んでいる。 

 

６．国庫金・国債・対政府取引に関する業務 

日本銀行は、国庫金の取り扱いや国債に関する事務など、国に関する様々

な事務を行っている。具体的には、国庫金の取り扱いに関する事務として

は、国庫金の受払いや官庁別・会計別計理、政府預金の管理、政府有価証

券の受払い・保管などを行っており、国債に関しては、発行、元利金の支

払等に関する一連の事務のほか、国債振替決済制度における振替機関とし

ての事務を取り扱っている。こうした国庫金の取り扱いや国債に関する事

務の一部については、国民の利便を図るため、代理店を全国の金融機関に

委嘱している。 

また、こうした国に関する事務とは別に、政府を相手方とした国債の売

買等様々な取引を行っている。 

 

７．対外情報発信等に関する業務 

日本銀行は、国民に対する説明責任を果たす観点から、決定会合の主な

意見、議事要旨や政策委員会の議決事項等を速やかに公表しているほか、

国会への報告及び出席、記者会見・講演の実施、日本銀行ホームページへ

の掲載といった多様な機会・手段を活用して、積極的な情報の提供を行っ
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ている。決定会合の議事録は、会合から１０年を経過したものについて、

公表を行っている。 

また、金融経済の専門家だけでなく、広く国民の日本銀行に対する理解

向上に資するよう、受け手の関心・知識に応じた広報資料の作成等に努め

ている。このほか、国民の金融リテラシー向上に資するよう、金融経済教

育に関する事務を行っている。 

各種の統計作成業務については、中央銀行として、必要な基準改定を含

め、安定的な作成・公表作業に取り組むとともに、統計利用者の利便性を

向上させるための施策を講じている。 

この間、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づいて、

情報公開を行っている。 
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Ⅲ 令和６年度における業務の概況 

 
 日本銀行は、令和６年３月に「中期経営計画（２０２４～２０２８年度）」

を策定し、公表した（付４）。本計画は、日本銀行が中期的に達成すべき課題

を明確に定め、それらの達成状況を適正に評価していく観点から、対象期間

を５年間としたうえで、計画内容を基本的に固定しつつ、毎年度、本計画の

もとで実施した具体的施策の達成状況を評価し、公表するとの枠組みを採用

している。 

以下では、令和６年度における業務の概況を表すものとして、本計画に掲

げた業務運営面の課題毎に、令和６年度の具体的施策の達成状況とその評価

を整理した。なお、本計画の組織運営面の課題に関連する施策の実施状況は、

「Ⅳ 組織運営面の概況」において記述している。 

本計画では、環境変化への対応力を確保するため、計画の開始から３年度

目を目途に中間レビューを行うほか、大きな環境変化が生じた場合には、計

画の内容を柔軟に見直す方針としている。 
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令和６年度における具体的施策の達成状況等 

１．金融政策運営に資する適切な企画・立案 

（具体的施策の達成状況） 

・ 金融政策運営に資する観点から、内外の金融経済情勢について多様な視点からの

調査・分析を行った。それら一連の分析結果については、年 4回公表している「展

望レポート」や、日銀レビューなどの形で公表した。また、金融政策の効果や影

響などについて、多面的な分析を実施した。そのうえで、以下の対応を企画・立

案した。 

 金融市場調節方針の決定に資する企画・立案。6 年 7月、7 年 1月の金融政策

決定会合では、金融市場調節方針の変更を決定（無担保コールレート（オー

バーナイト物）を、0.25％程度で推移するよう促す（6年 7 月）、無担保コー

ルレート（オーバーナイト物）を、0.5％程度で推移するよう促す（7年 1月）。

併せて、補完当座預金制度の適用利率、基準貸付利率、被災地金融機関支援

オペ・気候変動対応オペの貸付利率を変更）。 

 被災地金融機関の復旧・復興に向けた取り組みを支援するとの所期の目的を

達成したことから、被災地金融機関支援オペの対象災害から、熊本地震を解

除（6年 4月）。 

 日本銀行による長期国債の買入れは、国債市場の安定に配慮するための柔軟

性を確保しつつ、予見可能な形で減額していくことが適切であるとの観点か

ら、「長期国債買入れの減額計画」を立案（6年 7月）。 

 貸出増加支援資金供給について、変動金利貸付に変更（6 年 7月）。その後、

予定通り 7 年 6 月末をもって新規の貸付けを終了するとともに、本資金供給

を円滑に終了する観点から、7年 7 月以降、7年中は、満期到来額の半分を上

限として、貸付期間１年の借り換えを認める経過措置を導入（7 年 1 月）。 

 金融調節の一層の円滑化を図る観点から、固定金利方式の国債売現先オペを

新たに導入（6年 7 月）。 

・ 1990 年代後半以降に実施してきた金融緩和策について、わが国の経済・物価・金

融の幅広い分野との相互関係を念頭に置きつつ、さらに理解を深め、将来の政策

運営にとって有益な知見を得るため、5 年 4月以降実施してきた「金融政策の多角

的レビュー」を、報告書として取りまとめた（6年 12 月）。レビューを進めるなか

では、関連する調査・分析を行ったほか、以下の取り組みを実施した。 

 本支店のネットワークを活用した幅広い企業との対話、「1990 年代半ば以降
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の企業行動等に関するアンケート調査」の集計結果を公表（6 年 5 月。調査

期間は、5年 11 月～6年 2月）。 

 学界の関係者など外部の有識者を招聘したワークショップを開催（6 年 5月。

テーマは、過去 25 年間のわが国経済・物価情勢、非伝統的金融政策とインフ

レ予想）。 

 インターネット・郵送による意見募集（6 年 10 月に締め切り）。 

 学界の有識者によるレビューへの講評（6 年 12 月。報告書に記載）。 

・ 「市場調節に関する意見交換会」（6 年度中に 2 回開催）や「債券市場参加者会合」

（6年度中に 3回開催。うち 1回は、長期国債買入れの減額について、市場参加者

の意見を確認するために 6 年 7 月に臨時開催）等を対面会合等の形式で開催し、

活発な意見交換を行うなど、市場参加者との対話を継続した。 

・ 金融政策、マクロ経済、金融市場、金融分野の法制度・会計制度・情報セキュリ

ティ、デジタル・トランスフォーメーション、金融史などに関する基礎的研究を

進め、研究成果の公表や国内外の学会における発表などを通じて、対外的にも還

元した。 

（課題に即した達成状況の評価） 

金融政策運営に資する観点から、内外金融経済情勢の多様な視点からの調査・分析

や金融政策の効果・影響に関する多面的な分析を行ったうえで、機動的に政策の企画・

立案を行った。また、5 年度から実施してきた金融政策の多角的レビューを報告書と

して取りまとめた。さらに、「市場調節に関する意見交換会」や「債券市場参加者会合」

の活用等により市場との対話を継続したほか、政策の適切な遂行を実現するための体

制整備も着実に進めた。 

以上より、各施策で所期の成果を上げ、金融政策運営をしっかりと支えることがで

きたと評価することができる。7 年度も、金融経済情勢の様々な変化を適切に捉えた

調査・分析、機動的な政策企画、適切な金融調節の実施に必要な体制整備などに取り

組んでいく。 

２．金融システムの安定・機能度の向上 

（具体的施策の達成状況） 

・ 考査については、立入調査とリモート手法を組み合わせたハイブリッド型の考査
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を中心に 68 先に対して実施した。金融システムへの影響度や経営体力・リスクプ

ロファイルに応じた考査運営を行い、金融グループ全体の経営実態も含め、業務

と財産の状況、収益力、リスクへの対応力などを適切に把握した。 

・ モニタリングでは、金融機関が直面する様々な金融経済環境の変化を踏まえつつ、

金融機関の業務運営、リスク管理の状況、収益力などについて、きめ細かくフォ

ローした。また、金融政策の枠組みの見直しや政策金利引き上げの影響、気候変

動対応、デジタル化の動きなどについても、丁寧に状況を把握した。グローバル

金融システム上重要な金融機関に関しては、ビジネスモデルやリスクプロファイ

ルの変化などを踏まえたモニタリングを実施した。地域金融機関に関しては、経

営基盤強化や地域経済を支えるための取り組みと課題に関する意見交換を実施し

た。 

・ 調査・分析面では、内外の金融経済環境が変化するもとで、金融システムレポー

トをはじめとして、金融システムの安定性に関する現状評価を行うとともに、信

用コストや有価証券投資、外貨資金調達に関するリスクを中心に分析を深めたほ

か、特定のテーマを掘り下げた別冊シリーズを公表した（6年度中に 3冊）。 

・ 金融庁との間では、引き続き、「金融庁・日本銀行連絡会」をはじめとする各レベ

ルでの課題認識の共有を深化させた。また、より質の高いモニタリングの実施と

金融機関の負担軽減を図る観点から、「金融モニタリング協議会」および「検査・

考査連携会議」を通じて、金融庁との連携強化の取り組みを推進した。大手金融

機関を対象とする共同調査（一斉ストレステスト、外貨流動性リスク管理、サイ

バーセキュリティ、気候変動シナリオ分析）の定着を図るとともに、考査・検査

計画の調整や考査・検査結果の共有を行った。さらに、データの一元化に向けた

取り組みを進め、より実効的・効率的なデータ収集・管理の枠組み（共同データ

プラットフォーム）のもとで高粒度データを収集し、モニタリング・分析を高度

化したほか、こうした取り組みについて、金融庁と連名で「共同データプラット

フォームの進捗と今後の進め方」（6 年 7月）を公表した。 

・ 「地域金融強化のための特別当座預金制度」や貸出支援基金に関する業務を安定

的に遂行した。 

（課題に即した達成状況の評価） 

金融システムレポートにおける金融システムの機能度や安定性の維持・向上のための

課題やリスクの提示、それを踏まえた考査の実施、モニタリングの強化等を通じて、金

融機関の業務運営やリスク管理の状況などを適切に把握し、必要な改善を促した。その

際には、考査とモニタリングの一体的運用の強化に努めた。また、地域金融機関との間
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では、考査・モニタリングを通じて対話を深め、経営基盤強化に向けた取り組みを促し

た。 

取引先選定や貸出関連業務について、適切かつ効率的な運営を行った。また、金融庁

との連携強化を各分野で着実に進め、わが国におけるプルーデンス面での当局間連携を

一段と強化し、各分野での実効性・効率性の向上を図った。 

なお、日本銀行法第 37 条や第 38 条に基づく流動性の供給等を要する状況は生じなか

った。 

以上より、金融システムの安定・機能度の向上に向けた施策については、所期の成果

を上げたと評価することができる。7年度は、金融機関を取り巻く様々な環境変化を踏

まえつつ、考査とモニタリングの一体的運用や金融庁との更なる連携強化に向けた取り

組みを継続することにより、金融機関の業務運営やリスク管理の状況などを的確に把握

し、適切な働きかけを行っていく。また、気候変動やサイバーセキュリティ管理などの

課題への対応に取り組んでいくほか、地域金融機関との間では、持続的なビジネスモデ

ルの在り方や人的資本の状況などについて課題を共有し、必要な取り組みを後押しして

いく。 

３．決済サービスの高度化・市場基盤の整備 

（具体的施策の達成状況） 

・ 中央銀行デジタル通貨について、「中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り

組み方針」に沿って、以下の通り、パイロット実験の実施や制度設計面の検討等、

内外関係者との連携を着実に推進した。 

 パイロット実験について、実験用システムの構築・検証を進めるとともに、

「CBDC フォーラム」において幅広い民間事業者と議論・検討を進めた。「中央

銀行デジタル通貨に関する連絡協議会」（6年 5 月、11 月）を開催し、パイロ

ット実験の進捗状況等について、民間事業者や政府との間で情報共有および

意見交換を行った。 

 「主要中央銀行による中央銀行デジタル通貨の活用可能性を評価するための

グループ」のメンバーとして、各種議論に参画し、その成果である、「中央銀

行デジタル通貨：リテール型 CBDC の法的側面」および「中央銀行デジタル通

貨：システム設計」をテーマとする報告書（6 年 11 月公表）の作成に貢献し

た。 

 「CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する有識者会議」にオブザーバーとし

て参加したほか、「CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する関係府省庁・日本
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銀行連絡会議」に参画した。 

・ 国際決済銀行（BIS）の実験プロジェクトである「アゴラ」に参加し、分散型台帳

技術を使ったプラットフォーム上に、商業銀行預金と中央銀行預金の両方を乗せ、

それらを使って安全かつ効率的なクロスボーダー決済を行う、新しいタイプの決

済インフラの可能性について、他の中央銀行や民間金融機関とともに議論・検討

を進めた。 

・ 「ISO パネル」（7 年 2 月）などを通じ、金融サービス分野の標準化に関する議論

や ISO/TC68 国内委員会活動の認知度向上に貢献した。 

・ 金融分野における情報伝達の効率化の観点から、国際標準化を進めるため、日銀

ネットで利用するISO20022電文のバージョン改訂に向けて所要の対応を着実に行

った。 

・ G20 が主導するクロスボーダー送金の改善に向けた取り組みについて、金融安定理

事会（FSB）や BIS 決済・市場インフラ委員会（CPMI）における国際的な議論・分

析に参画したほか、日本銀行が主宰する「決済の未来フォーラム クロスボーダー

送金分科会」などを通じて、国内関係者への情報還元や意見交換を実施した。 

・ 金融市場インフラに対するオーバーサイトについては、全銀ネットが設置した「次

世代資金決済システムに関する検討タスクフォース」に参画し、7年導入予定の全

銀システムへの API接続および 10年稼動予定の第 8次全銀システムの構築につい

て具体的な検討を支援した。また、金融庁と連携して主要な金融市場インフラの

サイバーセキュリティ管理態勢の実態を把握し、その強化を促すなど、金融市場

インフラの安全性と効率性の確保・向上に資する観点からの取り組みを進めた。 

・ 経済活動のグローバル化や消費者行動のデジタル化、新たな支払・決済手段の登

場など、金融・決済分野を巡る環境変化を捉え、国内外の民間金融市場インフラ

の動向把握・分析に基づく評価、国際的な議論や課題への対応、「決済の未来」に

関する考察などを取りまとめ、決済システムレポートとして公表した（6 年 9月）。 

・ 「気候変動関連の市場機能サーベイ」（6 年 6 月）の作成・公表により、市場機能

向上に関する進展状況や課題を把握し、情報発信した。また、サーベイの結果に

ついて、市場関係者に対する説明会（6年 9月）を開催し、気候変動ファイナンス

に関する意見交換を行った。 

・ 日本銀行が事務局を務める「金利指標に関する実務者ネットワーク」を通じて金

利指標に関連する情報共有を行い、市場参加者による対応を支援した。 

・ 「グローバル外為行動規範」について、本邦における遵守促進や遵守先の裾野拡

大に向けた取り組みを進めた。 
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（課題に即した達成状況の評価） 

中央銀行デジタル通貨について、「中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組

み方針」に沿って、パイロット実験の実施や制度設計面の検討等、内外関係者との連

携を着実に推進した。また、情報技術が決済サービスにもたらす新たな可能性や課題

に関する国内外の議論やプロジェクトに積極的に貢献したほか、決済システムの未来

に関する情報発信などを通じて、わが国決済サービスの高度化に向けた働きかけを着

実に行った。 

金融・資本市場基盤の整備については、「気候変動関連の市場機能サーベイ」の実施

やその結果を踏まえた市場関係者との意見交換を通じて、気候変動ファイナンスに関

する市場整備に貢献したほか、「グローバル外為行動規範」の遵守意思表明を促進した。 

以上より、各施策で所期の成果を上げ、決済サービスの高度化や金融・資本市場基

盤の整備にしっかりと貢献したと評価することができる。7 年度は、決済サービスの

分野では、引き続き、中央銀行デジタル通貨に関するパイロット実験の着実な推進と

制度設計面の検討に取り組むほか、国内外の議論・取り組みに貢献していくこと等に

より、わが国決済サービスの高度化に向けた働きかけや検討を継続していく。また、

わが国の金融・資本市場基盤の整備の分野では、市場機能が環境変化に応じて適切に

発揮されるよう、各種のサーベイや市場参加者との意見交換の機会も活用して、必要

な基盤の整備に取り組んでいく。 

４．中央銀行業務の安定的かつ効率的な遂行 

（具体的施策の達成状況） 

・ 銀行券の改刷に関しては、財務省・国立印刷局と連携しつつ事務・システム面の

準備を着実に進めたほか、金融機関や企業等における銀行券取扱機器の対応状況

も確認し、予定通り新しい銀行券の発行を開始した（6 年 7 月）。発行開始後は、

新しい銀行券の流通状況を踏まえつつ、銀行券の受払を円滑に行うとともに、必

要な備蓄量を確保した。 

・ 新しい銀行券を含め、本支店の窓口で受け入れた銀行券の鑑査を行い、クリーン

な銀行券を供給することにより、流通する銀行券のクリーン度を維持した。 

・ 現金利用の実情について、関係者からの情報収集等を通じて実態の把握に努め、

それを踏まえて、金融機関等を含めた現金関係事務の効率化に取り組んだ。 

・ 日々の日本銀行当座預金の決済事務を正確かつ安定的に遂行した。 
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・ 金融政策決定会合において決定された金融市場調節方針等に従い、金融市場調節

事務を適切に運営した。6年 7月決定会合における国債買入れの減額計画決定以降

は、発行額に対する買入れ比率や市場の需給動向等を踏まえ、残存期間別・種類

別の減額の割振りを適切に決定した。また、日本銀行の保有比率が極めて高い国

債の一部銘柄について、国債補完供給にかかる減額措置を適切に実行した。 

・ 政府による外国為替平衡操作に関する事務を適切に遂行した。 

・ 国庫・国債事務について、金融機関の事務合理化ニーズにも積極的に対応しつつ、

日本銀行代理店の統廃合、関係者への働きかけを通じたキャッシュレス納付の利

用促進など効率化・電子化に取り組むとともに、多種多様な事務を確実に遂行し

た。 

・ 企業向けサービス価格指数について、2020 年基準指数への移行を適切に行ったほ

か、改定結果等に関する調査論文や日銀レビューを公表し（6年 6月）、統計に関す

る利用者の理解深耕を促進した。 

・ 日銀ネット等重要システムの運行など、上記の取り組みを支える日々の業務を適

切に実施した。 

・ 業務継続に関しては、内外環境の変化や被災想定等の見直しを踏まえつつ、各種

訓練を適切に実施したほか、引き続き有事への対応力の強化に取り組んだ。 

（課題に即した達成状況の評価） 

発券業務については、銀行券・貨幣の受払を安定的かつ効率的に遂行した。銀行券

の改刷については、財務省・国立印刷局と連携しながら所要の準備を進め、予定通り

新しい銀行券を発行した。また、流通する銀行券のクリーン度の維持を図るなど、銀

行券を安心して使える環境の整備に努めるとともに、金融機関等を含めた現金関係事

務の効率化に取り組んだ。 

銀行業務については、日本銀行当座預金の決済事務を正確かつ安定的に遂行すると

ともに、金融政策決定会合で決定された方針に従った金融市場調節事務等を適切に実

施した。 

国庫・国債業務については、日々の業務を安定的に遂行したほか、電子化や環境変

化に応じた事務見直しに取り組んだ。 

日本銀行作成統計については、環境変化に応じた見直しや基準改定を進めたほか、

利用者の利便性向上に資する取り組みを実施した。 

こうした取り組みを支える日々の業務を適切に実施したほか、政府の取り組み等も
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踏まえつつ、自然災害や感染症などに対する必要な業務継続体制の整備を進めた。 

以上より、適切な業務体制を確保し、日々の中央銀行業務を全体として安定的に遂

行したほか、環境変化に応じた事務見直しも着実に推進したと評価することができる。

7 年度は、中央銀行業務の安定的かつ効率的な遂行を図っていくほか、事務量の変化、

デジタル技術の進展、業務の相手方を取り巻く環境変化等を見極めつつ、適切な事務

処理体制等のあり方を検討していく。また、引き続き有事への対応力の維持・強化に

取り組んでいく。 

５．変化する国際情勢に対応した国際分野での取り組み 

（具体的施策の達成状況） 

・ わが国の中央銀行として、ASEAN+3、BIS、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）、東ア

ジア・オセアニア中央銀行役員会議（EMEAP）、FSB、G7、G20、国際通貨基金（IMF）、

気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）、経済協力開発機構（OECD）

などの関連会合に、対面形式とオンライン形式を併用しながら積極的に参画した。 

 海外の金融経済動向を把握し、経済成長や金融システム強化に向けたグロー

バルな議論に貢献するとともに、日本銀行の金融政策運営に対する理解を促

進した。 

 BCBS、FSB 関連の一部委員会・作業部会等では、議長として議論を適切にリ

ードするなど、主導的な役割を発揮したほか、気候変動関連では、Green Swan

コンファレンスを BIS 等とともに共催した。また、グローバル金融システム

委員会および決済・市場インフラ委員会による共同ワークショップ（7 年 2

月）を開催し、決済システムにおける決済処理の迅速化や相互運用性の拡大

といった最近の発展が、金融システムの安定にもたらしうる利点や課題に関

する議論に貢献した。中央銀行統計に関するアービング・フィッシャー委員

会では、理事を務めるとともに、金融経済統計の整備・向上に関する国際的

な議論に貢献した。 

 NGFS 関連では、気候シナリオ分析をはじめとする各種の議論に参画・貢献し

た。 

 EMEAP 関連では、通貨金融安定委員会の議長として議論をリードするなど、

主導的な役割を発揮したほか、域内の金融経済情勢に関する議論やアジア・

ボンド・ファンドの運営において中心的な役割を果たした。 

 金融規制・監督に関しては、金融庁とも協力し、最終合意された国際金融規

制の円滑な実施に貢献したほか、米欧金融機関の破綻などを含む金融システ

ムを巡る環境変化を踏まえ、監督の実効性を強化するための作業、流動性リ
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スク・銀行勘定の金利リスクに関する分析作業などに積極的に参画した。ま

た、気候関連金融リスクや金融のデジタル化といった新しいリスクへの対応

を含め、国際金融システムの安定確保のための政策形成プロセスに適切に貢

献した。 

 国際金融市場や金融市場インフラ、金利指標、グローバル外為行動規範、統

計などの各分野における議論に参画・貢献した。 

・ 監督カレッジへの参画等を通じて、グローバル金融システム上重要な金融機関の

経営状況に関する海外当局との情報交換を積極的に行った。 

・ 金融経済情勢や金融システム、中央銀行業務などについて、主要な海外中央銀行

や金融当局等との個別の意見交換や関係強化を継続し、迅速・広範な情報収集を

行った。 

・ 国際金融協力の面では、金融システム安定のための為替スワップについて、中国

人民銀行や豪州準備銀行との間で、人民元や豪ドルおよび日本円を相互に融通す

るための取極をそれぞれ延長した（6 年 10 月、7 年 3 月）。 

・ アジアの中央銀行向けを中心とした技術支援・セミナーや人材交流を実施し（実

施件数 50 件）、アジアの金融・資本市場の安定・発展に寄与するとともに、海外

当局との中長期的な関係を構築・強化した。 

・ ASEAN+3 では、財務省と協力しつつ、チェンマイ・イニシアティブにおける緊急融

資ファシリティの整備にかかる議論や実効性向上に向けた各種対応において中心

的な役割を果たした。 

（課題に即した達成状況の評価） 

わが国の中央銀行として、G7、G20 のほか、BIS、IMF 関連の諸会合等への参画を通

じ、国際通貨金融システムの安定確保に向けた国際的な議論等に貢献した。この際、

BCBS や FSB などでは、金融規制、金融市場や金融市場インフラ等に関する会合に積極

的に参画し、主導的な役割も発揮した。また、気候変動への対応等に関する国際的な

議論に参画・貢献した。主にアジア地域を対象とする技術支援を実施したほか、各国

中央銀行等との連携を維持・強化し、金融経済情勢や金融システム、中央銀行業務な

どに関する迅速・広範な情報収集を行った。 

以上より、わが国の中央銀行として、幅広い分野の国際的な議論に参画し、国際通

貨金融システムの安定確保やアジアの金融・資本市場の安定と発展に貢献するための

施策は、着実に進展したと評価することができる。7 年度は、関係機関と密接に連携

しつつ、わが国の中央銀行として、国際的な議論等において主導的な役割を果たして
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いくとともに、その過程で得られた成果や知見を政策・業務運営にも活かしていく。 

６．地域経済・金融に対する貢献 

（具体的施策の達成状況） 

・ 本支店においては、必要に応じ取引先金融機関や官庁と連携しながら、銀行券の

改刷への対応を含め、発券業務や国庫・国債業務などの中央銀行業務を安定的に

遂行した。 

・ 台風・大雨・山林火災等の災害が相次ぐ中、本店のほか、青森、秋田、仙台、福

島、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、松江、松山、北九州、福岡、大分、鹿児

島の各支店においては、災害発生に際して、財務局等と連携し、金融機関等に対

して金融上の措置を講じるよう要請した。また、こうした地域における経済・金

融情勢について、きめ細かい把握に努めた。 

・ 本支店および事務所において、オンライン形式も活用しながら、地域の企業や金

融機関等へのヒアリング、経済団体等との意見交換会などを積極的に行い、地域

の金融経済情勢をきめ細かく把握し、金融政策運営や金融システムの安定・機能

度の向上に活用した。 

・ 講演活動やその他の広報活動等を、オンライン等も活用しながら実施し、地域経

済にかかる調査・分析結果や、日本銀行の政策・業務運営に関する考え方を、地

域に還元・発信した。地域経済動向の調査・分析の成果は、「地域経済報告（さく

らレポート）」として四半期毎に取りまとめて公表したほか、地域におけるスター

トアップの状況を「日銀レビュー」（6 年 4 月）で、地域の中堅・中小企業の賃金

動向やそれを受けた企業行動の変化を「さくらレポート別冊」（6 年 7 月）で、そ

れぞれ公表した。また、支店長会議における報告・議論を取りまとめた「各地域

からみた景気の現状」を四半期毎に公表した。 

・ 地域金融機関における経営基盤の強化に向けた取り組みをサポートしていく観点

から、「地域金融サポートユニット」において、地域活性化、事業再生支援、

SDGs/ESG、リスク管理など幅広いテーマにわたり、セミナーやワークショップを

20 回開催した。 
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（課題に即した達成状況の評価） 

本支店ネットワーク全体において、銀行券の改刷への対応を含め、中央銀行業務を

安定的に遂行した。また、積極的な調査活動を通じて地域毎に特徴のある金融経済情

勢をきめ細かく把握し、地域にも還元しつつ、金融政策運営や金融システムの安定・

機能度の向上に活用した。 

以上より、地域経済・金融に対して貢献するための取り組みは、本支店や事務所の

中央銀行としての機能を十分に活用しながら、着実に進展したと評価することができ

る。7 年度は、現在の本支店・事務所を各地域における業務の拠点として有効に活用

し、各種業務の安定的な遂行や金融経済情勢の把握、効果的な情報発信などを通じて、

中央銀行の立場から地域経済・金融に貢献していく。 

７．対外コミュニケーションの強化 

（具体的施策の達成状況） 

・ 日本銀行法に基づき、政策・業務運営の状況を公表した。 

 金融政策決定会合の議事要旨・議事録の公表。 

 「通貨及び金融の調節に関する報告書」の国会提出・公表（6年 6・12 月）。 

 「令和 5 年度業務概況書」の公表（6年 5 月）。 

・ 政策・業務運営について、英文によるものも含め、様々な手段を通じて情報発信

を行った。 

 金融政策運営に関する決定の対外公表文（「当面の金融政策運営について」

等）、展望レポート（6年 4・7・10 月、7年 1月）、「金融政策決定会合におけ

る主な意見」、正副総裁・審議委員による記者会見や講演・寄稿など。 

 総裁定例記者会見のライブ・動画配信や「金融政策の多角的レビューに関す

るワークショップ」の動画配信。分かりやすさを企図した、展望レポートの

内容をインフォグラフィックで紹介するハイライトの公表。 

・ 政策委員による金融経済懇談会について、従来以上に時期を平準化して実施した

ほか、実施時期を可能な範囲で早い段階で公表するなど、情報発信の改善に取り

組んだ。そのうえで、国会での答弁や記者会見、講演やインタビューなどの機会

を活用して、丁寧な情報発信にも努めた。 

・ デジタルコンテンツの拡充やオンラインの活用のほか、対面での活動の充実を図
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りつつ、多様な対象層に向けた広報活動を行った。 

 本支店のホームページへの公表資料の掲載のほか、ソーシャルメディアの活

用などを通じて、幅広い層に対して情報発信を行った（日本銀行ホームペー

ジのアクセス件数 532 百万件、うち英語版 246 百万件、支店ホームページの

アクセス件数 4.6百万件、X＜旧 Twitter＞のフォロワー数 252千人、Facebook

のフォロワー数 6.9 千人、YouTube チャンネル登録者数 13.4 千人）。 

 日本銀行の政策・業務を解説する新たな広報用動画を作成し、公表した。 

 広報誌「にちぎん」について、政策・業務運営に関する内容を分かり易く取

り上げるなど、記事内容の充実を図った。 

 見学案内について、改刷関連の広報コンテンツの拡充や障がい者向け見学を

実施したほか、3D 映像「おうちで、にちぎん」を活用した本店のリモート見

学と、日本銀行の政策・業務運営に関する講義等を組み合わせたオンライン

授業を開催した（見学者数：本店 1.7 万人、支店・事務所 2.4 万人）。 

 各種広報イベントの開催や、日本銀行の機能・役割等に関する若年層向けの

講義の実施を通じて、政策・業務運営についての理解を深める機会を提供し

た。例えば、本店の親子見学会（小中学生向け）や「日銀グランプリ」（大学

生向け小論文コンクール。応募件数 139 件）のほか、大学等で行う「出張講

座」を開催した（12 先）。 

・ 政策・業務運営に関する国民各層の意見やニーズの把握に努めた。 

 金融機関や企業、経済団体、学界その他業務運営上の繋がりのある関係者等

との、対面形式やオンライン形式による面談や意見交換の実施。 

 電話・メール等による一般照会への適切な対応（本店照会受付件数 4.6 千件

＜営業目的や宛先相違とみられるもの等を除く＞）。 

・ 貨幣博物館、旧小樽支店金融資料館については、6 年 7月の新しい日本銀行券発行

を踏まえた特別展の開催などを背景に来館者が増えた中、適切に運営した（来館

者数は、それぞれ 151 千人、100 千人）。 

・ 日本銀行アーカイブを、公文書等の管理に関する法律および同法施行令に基づく

国立公文書館等として適切に運営し、利用請求件数は 237 件、歴史的公文の受入

は 3,307 冊となった。 

・ 金融のデジタル化を巡る幅広い経営課題について、金融高度化センター設立 20 周

年記念ワークショップ「デジタル化とわが国の金融の未来」（7 年 1 月）を開催し

た。 
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・ 金融経済情勢などに関する調査・分析の成果を、日銀レビュー、ワーキングペー

パー、ディスカッションペーパー、調査論文、リサーチラボ等により公表した。 

・ 「物価変動と金融政策の課題 ―教訓と展望―」をテーマとする国際コンファラン

ス（6年 5月）を対面形式で開催した。 

・ 金融広報中央委員会の事務局として、金融広報を取り巻く環境変化を踏まえなが

ら、関係行政機関・団体等と連携・協力しつつ、大学生・若手社会人向けの金融

リテラシーに関する e ラーニング講座や SNS の活用などを通じて、幅広く金融広

報活動を展開した。また、6年 8月に本格稼働を開始した「金融経済教育推進機構」

（以下、「機構」という。）に同委員会の機能を円滑に移管・承継し、その後は同

委員会が進めてきた金融経済教育が中立・公正な立場から実施されるよう、機構

へ人員・資金を提供するとともに適切に連携することで、金融経済教育の推進を

支援した。 

（課題に即した達成状況の評価） 

日本銀行の政策・業務運営について、様々な手段を通じて国内外への情報発信を行

い、理解浸透に努めた。また、政策委員による金融経済懇談会の実施時期を従来以上

に平準化するなど、情報発信の改善に取り組んだ。 

この間、情報発信にあたっては、対面形式とオンライン形式を併用し、デジタルコ

ンテンツの拡充も図った。金融機関や企業などとの意見交換や、一般照会への適切な

対応などを通じ、日本銀行に対する意見・ニーズの把握にも努めた。 

金融広報活動については、金融広報中央委員会の事務局として活動を展開したほか、

同委員会の機能を機構に移管・承継した後も、金融経済教育が中立・公正な立場から

提供されるよう機構と適切に連携することで、金融経済教育の推進に貢献した。 

以上より、対外コミュニケーションの強化については、各種の取り組みを通じ、全

体として進展する中、政策運営に関する情報発信の改善に取り組んだ。7 年度は、引

き続き、多角的かつ効果的な内外への情報発信を行うともに、多様な媒体や機会を活

用して、政策や業務運営に関して丁寧な説明に努めていく。また、ネットワークの維

持・強化を通じ、意見・ニーズの積極的かつ丁寧な把握などに努めていく。機構との

間では、金融経済教育が引き続き中立・公正な立場から提供されるよう、適切に連携

していく。広報活動の一部については、デジタル化やオンライン化の進展を踏まえた

取り組みを継続していく。 
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Ⅳ 組織運営面の概況 

 

１．経費決算・予算 

令和６年度の経費支出については、予算に沿って中期経営計画の遂行に

必要な支出を適正に行った。その結果、令和６年度の経費決算は、前年度

比０．１％減少（▲２億円）の２，１３３億円となった。令和７年度の経

費予算については、日本銀行が中央銀行としての役割を果たしていくため

に必要な予算を確保しつつ、予算見積の精緻化等を通じて適切な経費予算

の編成に取り組んだ。 

 

２．ＩＴ投資 

 中期経営計画の遂行に必要なシステム開発を、開発効率の向上や開発案

件のスリム化などに努めながら着実に行った。令和６年度のシステム開発

規模は、１５，２２４人月（うち外部委託分１１，８０４人月）となった。 

 

３．人員 

 令和６年度は、定員（常勤職員数の最高限度）４，９００人の範囲内で、

中期経営計画の遂行に必要な人員を確保した。令和７年３月末の常勤職員

数は、必要な要員について増強を図りつつ、業務全般の一層の効率化に努

めた結果、４，６０１人（前年度末対比＋４９人）となった。 

（図表９）常勤職員数 

（単位：人） 

  令和７年３月末 （前年同月末）  

常 勤 職 員 数 ４，６０１ （４，５５２） 

 本  店（注） ２，７９３ （２，７４６） 

 支  店 １，７３６ （１，７３４） 

 国内事務所 ４８ （４８） 

 海外駐在員事務所 ２４ （２４） 

（注）電算センター及び発券センターの職員は本店に含まれる。 
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給与面では、役員については、役員俸給および役員手当の引き上げによ

り、令和６年度の年収を５年度対比１．５％引き上げた。 

職員については、管理職および企画専門職員（以下「管理職等」という。）

を除く職員の定例給与を＋３．１％改訂（ベア）するとともに、賞与の支

給条件について令和６年５月及び１１月賞与の支給率（ベアによる増加分

を除く）を、管理職等以外の職員については２．２９５か月（管理職等に

ついては２．８５８か月＜俸給＋２.８％相当額を含む＞）とした。 

 

４．組織運営面の対応 

 日本銀行は、中期経営計画（２０２４～２０２８年度）に掲げた業務運

営面の課題に取り組むため、組織運営面で、業務プロセスの変革、多様な

人材が活躍する環境作り、業務リスクの適切な管理に関する諸施策を実施

した。 

具体的には、組織全体として効果的にＤＸを推進していくための必要な

体制を整備したうえで、事務プロセスの抜本的な見直しなどを進めること

を通じて、安定的・効率的な事務の遂行や調査・分析力の向上、有事への

対応力強化に取り組んだ。また、中央銀行としての役割を適切に果たすた

めに必要な人材の育成・確保を図るため、キャリア形成の支援、ダイバー

シティの一層の推進、エンゲージメントの推進の観点から、以下の取り組

みを実施した。 

 各種研修等について、オンラインも活用しながら充実させたほか、海外

も含め、外部との人材交流にも、引き続き積極的に取り組んだ。 

 令和６年度から開始した「女性の活躍推進に関する行動計画（第３期）」

のもとで、女性職員がその能力を十分に発揮できるようにし、職員全員

にとって働きやすい職場環境を整備するための取り組みを進めた。 

 令和７年度採用について、企画役級以上（注）の職員の候補となる総合

職・特定職に占める女性の割合を４割以上の水準とした。 

  （注）「企画役級以上」は、日本銀行において所管業務の遂行について総轄的な役割

を果たし、部門内の組織の運営・管理を担う役職を指す。 

 エンゲージメント推進の観点から、必要な体制を整備したうえで、役

職員のコミュニケーションを深める施策に取り組んだ。 
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５．内部検査実施状況 

 日本銀行の内部検査については、事務の適正な処理、各種業務リスクの

適切な管理、職務の公正な遂行などの視点から、検査室が本店、支店及び

事務所の事務の処理の検査を行い、その結果を政策委員会に報告している。

令和６年度は、本店４局（企画局、決済機構局、発券局、総務人事局）、海

外２事務所（香港、北京）、１０支店（釧路、福島、前橋、横浜、甲府、松

本、松江、北九州、大分、那覇）及び国内３事務所（帯広、長野、鳥取）

の検査を実施した。これに加えて、同年度は、マネロン・テロ資金供与等

対策の実施状況に関する臨時検査を実施した。 
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Ⅴ 気候変動に関する取り組み（ＴＣＦＤ提言に基づく情報開示） 

 

日本銀行は、令和３年７月に「気候変動に関する日本銀行の取り組み方針

について」により、気候変動に対する日本銀行の基本的な考え方と包括的な

取り組み方針を示し、具体的な対応を進めている。このうち、情報発信につ

いては、気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ：Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures）による推奨内容を踏まえた日本銀

行自身の情報開示を行うことを表明している。 

ＴＣＦＤは、各主体の気候変動に関する取り組みについて、「ガバナンス」、

「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の４項目に分けて開示することを推

奨している（図表１０）。以下では、その推奨内容に沿って、気候変動に関す

る日本銀行の取り組みについて、物価の安定と金融システムの安定を目的と

する日本銀行の政策と業務の特性を踏まえ、整理する。 

（図表１０）ＴＣＦＤが推奨している開示項目 

項目 推奨されている開示内容 

ガバナンス 気候関連のリスク及び機会に係る組織のガバナンスを開示する

戦略 

気候関連のリスク及び機会がもたらす組織のビジネス・戦略・財

務計画への実際の影響及び潜在的な影響を、そのような情報が

重要な場合は、開示する 

リスク管理 
気候関連リスクについて、組織がどのように識別・評価・管理し

ているかについて開示する 

指標と目標 
気候関連のリスク及び機会を評価・管理する際に使用する指標

と目標を、そのような情報が重要な場合は、開示する 

（出所）「最終報告書 気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言」より作成。 

（注）ＴＣＦＤは、令和５年に解散し、企業の気候関連開示の進捗モニタリングを国際会計
基準（ＩＦＲＳ）財団に引き継いだ。なお、ＴＣＦＤ提言に基づく情報開示は、引き
続き有効とされている。 

１．ガバナンス 

日本銀行は、３年７月 16 日に開催した政策委員会において、「気候変動に

関する日本銀行の取り組み方針について」（以下、「取り組み方針」という。）

を決定した。 
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この「取り組み方針」は、金融政策、金融システム、調査研究、国際金融

および業務運営・情報発信から成る幅広い分野にかかる施策を示している。

そのもとで、重要な事項については、政策委員会による議決を経て実施され

るほか、各分野における具体的な対応は、日本銀行の各部署とそれぞれの担

当役員によって推進される。その際、日本銀行内の組織横断的な実務者のネ

ットワークである「気候連携ハブ」を設置し、気候連携ハブ総括の取り纏め

のもとで、関係部署間の情報共有や様々な取り組みについての連携を促進す

る体制を確保している。現在、「気候連携ハブ」は国際局が事務局機能を担

い、政策委員会室、企画局、金融機構局、決済機構局、金融市場局、調査統

計局、金融研究所の実務者が参加するかたちで、定期的に会合を開いている。

また、各部署における取り組みについては、日本銀行が中期経営計画のもと

で実施した具体的施策の一部として、毎年度、その達成状況を評価している。 

２．戦略 

（１）日本銀行の使命と気候変動の影響やリスク 

気候変動問題への対応を進めるためには、国会・政府の政策対応と同時に、

社会・経済を構成している各主体による積極的な取り組みが求められる。政

府や企業をはじめ、内外の関係者による気候変動に関する取り組みが進展し

ているなか、日本銀行は、わが国の中央銀行として、物価の安定と金融シス

テムの安定という日本銀行の使命に沿って、気候変動に関する取り組みを進

めていく。 

その際、日本銀行では、気候変動が、経済や物価、金融システムに及ぼす

影響やリスクについて、以下のように整理している。 

個々の企業や家計が経済活動を行う際に、温室効果ガスがもたらす影響が

十分には考慮されない場合、社会的にみて過大な量の温室効果ガスが排出さ

れることになる。こうした状態が継続すれば、結果として社会・経済に大き

な負のコストが生じることになる。過大な温室効果ガス排出の影響は、一国

にとどまらず、他国にも広がりを持つほか、将来にわたって長期間継続しう

る。近年は、地球規模での気温上昇のほか、大規模な自然災害の深刻さや発

生頻度が増しているなど、気候変動問題は日々の生活や社会活動に大きな影

響を与えるようになっている。 

具体的な影響について、経済の面では、近年、自然災害に伴うサプライチ

ェーンの寸断など、経済活動が阻害される頻度が高まっている。中長期的に

は、エネルギー価格の変動や、温室効果ガス多排出産業の投資や雇用の減少
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などを通じて経済を押し下げる可能性がある一方、再生可能エネルギー関連

投資の増加など新しい機会をもたらす可能性もあり、将来の経済に及ぼす影

響については、高い不確実性がある。また、物価の面では、自然災害に伴う

物価の変動に加え、脱炭素社会に移行するための各種の施策による物価・賃

金への影響が現れる可能性がある。 

金融システムの面では、「物理的リスク」と「移行リスク」を通じて影響を

与えうる。「物理的リスク」は、気候変動に起因する大規模災害や海面上昇と

いった物理的現象が企業や家計に損失をもたらすリスクを、「移行リスク」は、

脱炭素社会への移行に伴う政策、技術、消費者の嗜好の変化などが企業や家

計に経済的影響をもたらすリスクを指す。いずれも、金融機関の投融資の量

と質を変化させ、対応次第では、金融システムに負の影響を及ぼす可能性が

ある。 

 

（２）日本銀行の取り組み方針 

 日本銀行は、気候変動が経済や物価、金融システムに及ぼしうる影響を踏

まえ、「取り組み方針」のもと、金融政策、金融システム、調査研究、国際金

融および業務運営・情報発信の各分野において、それぞれの施策を実施する

こととしている（図表１１）。 
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（図表１１）「取り組み方針」のポイント 

【金融政策】 

・気候変動分野での民間の多様な取り組みを支援するため、新たな資金供給を 

実施 

【金融システム】 

・金融システムの安定確保：気候関連金融リスクの適切な把握・管理 

・金融仲介機能の円滑な発揮：取引先企業の脱炭素化に向けた金融機関の取り組

み支援等 

【調査研究】 

・気候変動問題による影響の分析深化、データの収集や分析手法の高度化  

・金融市場・インフラの機能度の調査、決済システム・市場基盤整備に関わる

課題の検討 

【国際金融】 

・国際的な気候変動に関する取り組みの進展、気候関連金融リスクに関する国

際的な枠組み構築への貢献 

・アジアの市場育成の観点から、各国中央銀行との協力を通じたグリーンボン

ド等への投資拡充 

・従来からの保有外貨資産に関する方針の下で、グリーン国債等の購入 

【業務運営、情報発信】 

・気候変動への対応を意識した取り組み（温室効果ガスの排出削減など） 

・ＴＣＦＤによる推奨内容を踏まえた開示、気候変動に関する取り組み全般の

対外説明の充実 

 
 

３．リスク管理 

政府や企業をはじめとする様々な主体が、気候変動への対応を進めている。

日本銀行としては、気候変動が中長期的に経済・物価・金融システムにきわ

めて大きな影響を及ぼすリスクがあることを踏まえ、中央銀行の立場から、

物価の安定と金融システムの安定という使命に沿って、各分野で気候変動に

関する取り組みを進めていく。具体的には、「取り組み方針」に掲げる５つの
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分野において、それぞれ以下のような対応を行っており、今後も継続してい

く。 

 

（１）金融政策 

日本銀行は、気候変動に関する金融政策面の取り組みとして、金融機関

によるわが国の気候変動対応に資する投融資をバックファイナンスする

「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション（気候変動対応

オペ）」を導入し、３年 12 月以降、７年１月までに計７回の資金供給を実

施した（対象先は 83 先、資金供給残高は約 14.2 兆円となっている）。引

き続き、対象先の追加公募も行いながら、原則として年２回の頻度でオペ

を実施していく予定である。 

気候変動対応オペにおいては、制度の適切な運営を確保する観点から、

以下のような仕組みとしている。 

気候変動対応オペの対象先については、ＴＣＦＤの推奨内容などを踏ま

えた一定の開示を要件とすることで、適切なガバナンスのもとで組織とし

て気候変動対応投融資に取り組んでいる先を選定している。 

また、バックファイナンスの対象投融資については、中央銀行がミクロ

の資源配分に具体的に関与することをできる限り避ける観点から、日本銀

行が大まかな類型を示したうえで、具体的な判断を対象先に委ねる仕組み

としている。その際、対象先に投融資の判断基準の開示を求めることによ

り、規律付けを図っている。 

加えて、気候変動対応は長期に亘ることから、対象先は、気候変動対応

オペにより最長 12 年度まで資金供給を受けられることとしている。その

際、時の経過とともに気候変動対応にかかる取り組みが進展することも踏

まえ、対象先が１年ごとにバックファイナンスの対象に含めうる投融資を

判断し、借り換えを行う仕組みとしている。 

 

（２）金融システム 

気候変動問題は、「物理的リスク」と「移行リスク」を通じて、金融機関

経営、ひいては金融システムの安定にも大きな影響を及ぼしうる。また、

社会・経済の脱炭素化を進めていくうえでは、金融仲介機能が適切に発揮

されることが重要である。日本銀行としては、こうした状況を適切に把握

するとともに、気候関連金融リスクの把握や管理に関する金融機関の取り
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組みを積極的に後押ししていくことなどを通じて、わが国の金融システム

の安定確保と金融仲介機能の円滑な発揮を目指している。 

こうした考え方のもと、考査・モニタリングにおいては、金融機関との

間で、気候関連金融リスクへの対応状況や、取引先企業の脱炭素化に向け

た取り組み支援等の状況に関して対話を行っている。こうした点は、考査

の実施方針等でも明確化している。 

その際、気候関連金融リスクの定量的な把握が重要となるが、「シナリ

オ分析」が有用との認識のもと、金融庁と連携しながら、一部の大手金融

機関との間で、共通シナリオに基づく気候変動シナリオ分析に取り組んで

きた。引き続き、こうした取組みや、気候関連金融リスクに関する規制・

監督やリスク管理を巡る国際的な議論などを踏まえつつ、金融機関の規

模・特性に応じて気候変動シナリオ分析の高度化を促していく。 

また、ＴＣＦＤ等に基づく開示の質と量の充実を金融機関に対して促し

ている。このほか、金融機関の取引先企業の脱炭素化に向けたセミナーも

開催するなど、金融機関の取り組み支援にも努めている。 

 

（３）調査研究 

調査研究の面では、気候変動が、経済・物価などのマクロ経済や金融市

場、金融システムにもたらす影響について分析を深めるとともに、情勢判

断やリスク把握のためのデータの収集や分析手法の高度化などに取り組

んでいる。また、幅広い市場関係者を対象に、気候変動に関するわが国金

融市場の機能度や今後の発展に向けた課題を把握するため、「気候変動関

連の市場機能サーベイ」を実施している。 

そして、これらの成果について、各種の論文・レポート等として日本銀

行ホームページで公表しているほか（図表１２）、内外の関係者との情報

共有や意見交換を行っている。具体的には、６年９月に「気候変動関連の

市場機能サーベイ」第３回説明会を開催したほか、同年１１月には、気候

ファイナンス研究の進展をテーマにワークショップを開催した。加えて、

個別の面談やヒアリングも積極的に実施している。 

今後も、気候変動に関して、多面的に調査・分析を行うとともに、その

成果について公表していく予定である。 
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（図表１２）気候変動に関する論文・レポート等（令和６年度分） 

資料名 

気候変動関連の市場機能サーベイ（第３回）調査結果―市場機能向上の進展
状況と今後の課題― 

気候ファイナンス：研究の進展と今後の課題 

「気候変動関連の市場機能サーベイ」第３回説明会 

金研ニュースレター：2024 年ファイナンス・ワークショップ 

ファイナンス・ワークショップ「気候ファイナンス研究の進展」の模様 

 

（４）国際金融 

国際金融の面では、Ｇ７、Ｇ２０、東アジア・オセアニア中央銀行役員

会議（ＥＭＥＡＰ）等の国際会議や各国中央銀行との会合において、各国

の取り組みについての情報収集や日本銀行の施策の説明、多国間の議論へ

の参画を通じ、気候変動に関する取り組みの進展に貢献している。この点、

気候変動を巡る対応においては、アジア等の各地域固有の事情が反映され

ることを念頭に、サステナブル・ファイナンスやトランジション・ファイ

ナンスの促進等に関する検討に参画したほか、６年１１月には Green Swan

コンファレンスをＢＩＳ等とともに共催し、国際的な議論の形成に貢献し

た。今後も、気候変動に関する議論への参画等を通じて、国際的な取り組

みの進展に貢献していく。 

また、金融システムに関しては、金融庁と緊密に連携しつつ、バーゼル

銀行監督委員会、金融安定理事会（ＦＳＢ）、気候変動リスク等に係る金融

当局ネットワーク（ＮＧＦＳ）等における、気候関連金融リスクの実効的

な管理のあり方に関する検討や、シナリオ分析の活用・高度化に向けた研

究に積極的に関与し、議論を通じた知見の共有等にも取り組んできた。あ

わせて、同リスクの評価に必要なデータの整備に関する国際的な取り組み

についても、金融機関や関係省庁等と協力しつつ、対応を進めている。こ

のほか、決済システム面では、ＢＩＳ決済・市場インフラ委員会（ＣＰＭ

Ｉ）による金融市場インフラのリスク管理の観点からの気候関連リスクに

関する議論に参画している。 
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この間、アジアにおいて、域内の現地通貨建てグリーンボンド市場を育

成することを念頭に、ＥＭＥＡＰメンバー中央銀行とともに、アジア・ボ

ンド・ファンドを通じたグリーンボンドへの投資を行っている。また、日

本銀行が保有する外貨資産については、従来からの保有外貨資産に関する

方針の下で、外貨建てのグリーン国債等の購入を継続している。 

 

（５）業務運営、情報発信 

日本銀行自身の業務運営についても、これを適切かつ効率的に行う観点

から、気候変動への対応を意識した取り組みを行っている。この点、これ

までも、本支店の施設管理において、政府・自治体が定める目標も踏まえ

ながら、温室効果ガスの排出削減および省エネルギーに配慮した対応を行

ってきている。同時に、中央銀行業務の安定的な遂行の観点から、水害リ

スクの高まりに対する業務継続体制の整備も着実に進めている。 

また、気候変動に関する情報発信を行うとともに、日本銀行ホームペー

ジに設置した専用のサイト「気候変動」の内容の充実に取り組んでいるほ

か、ＴＣＦＤ提言に基づく情報開示についても毎年更新し、適切な情報発

信に努めていく。 

気候変動が経済・物価・金融システムにもたらす影響は、不確実性が高

く、時間の経過に伴って大きく変化する可能性がある。上記（１）から（４）

の取り組みは、中央銀行として、気候変動が経済や金融システムにもたら

す影響やリスクに関する調査・分析を十分に行ったうえで、長い目でみた

マクロ経済の安定に資する取り組みや金融システムの安定確保に向けた施

策を実施していくプロセスとなる。日本銀行は、こうした取り組みを継続

することで、社会・経済が全体として、気候変動の影響やリスクに対して

適切に対応することに貢献していく。また、（５）の取り組みにより、日本

銀行自身の業務運営にかかる対応を継続していくほか、日本銀行の気候変

動に関する取り組みを対外的に十分に説明していく。 

 

４．指標と目標 

上記の３．（５）に関して、日本銀行自身の業務運営におけるＣＯ２排出量

について、Scope１（直接的な排出量）、Scope２（間接的な排出量）、および

Scope３（その他間接排出量）のうち、「出張（航空機）」を年度毎に集計し、

開示している（図表１３）。これまでの取り組みにより、近年のＣＯ２排出量
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は、以前と比べて減少している。 

また、日本銀行は、政府が定める「エネルギーの使用の合理化及び非化石

エネルギーへの転換等に関する法律」（省エネ法）のもと、エネルギー消費原

単位を中長期的にみて年平均▲１％以上低減することが努力目標として定め

られており、この達成に向けて取り組んでいる（図表１４）。 
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（図表１３）日本銀行の業務運営におけるＣＯ２排出量 

 
 
（注１）集計範囲は、本店、支店、国内事務所。 

（注２）Scope１・２は、地球温暖化対策の推進に関する法律の算定方法に準拠して算

出。電力は、各電気事業者の基礎排出係数を使用。令和５年度のＣＯ２排出量

は、事後的に公表された排出係数等を用いて算出した確定値。 

（注３）Scope３は、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガ

イドライン」（環境省、経済産業省）の算定方法に準拠して算出。 

（図表１４）日本銀行のエネルギー使用量 

 
 

（注１）集計範囲は、本店、支店、国内事務所。 

（注２）エネルギー使用量の対象は、都市ガス、重油、灯油、電力、温水、冷水。 

（注３）エネルギー使用量は、省エネ法の換算係数を乗じて算出した原油換算値。エネル

ギー消費原単位は、エネルギー使用量を日本銀行の建物の延べ床面積で除して算

出。令和５年度のエネルギー使用量は、事後的に公表された熱量換算係数を用い

て算出した確定値。 

 
 

（単位：ｔＣＯ₂）

都市ガス

重油

灯油

軽油

ガソリン

小計

電力

温水

冷水

小計

Scope３
(その他間接排出量)

235 240

116 107

3,123 3,215

計測項目 3年度

Scope１
(直接的な排出量)

2,950

124

526

4年度 5年度平成30年 令和2年度

2,642 2,973

341

578

331

600

32,148 36,240 34,421

29,45527,576 31,083

238 771 987

267

112

3,979

515 518

28,640

295

520

26,683

452

440 361

442

344 306

4,334 4,386

30,279

546

合計

Scope２
(間接的な排出量)

40,497 28,191

36,504 23,722

35,604

400

500

― 204
  出張
(航空機)

251 261

111

22,732

445

169

3,993 4,265

令和元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

18,995 18,718 18,528 19,131 19,147

0.0402 0.0397 0.0393 0.0390 0.0388

5年間の平均原単位変化（％） ▲2.8 ▲1.3 ▲1.7 ▲1.4 ▲0.9

エネルギー消費原単位（kl/㎡）

エネルギー使用量（kl）



 

43 

Ⅵ  決算の状況 

 

１．令和６年度決算 

  第１４０回事業年度（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで。以

下、「令和６年度」という。）の財務諸表（財産目録、貸借対照表及び損益計

算書）及びその附属明細書は、令和７年５月２８日公表の「第１４０回事業

年度（令和６年度）決算等について」のとおりである。 

このうち、令和６年度の財務諸表については、監事の意見書を添付のうえ、

財務大臣に提出し、その承認を受けたほか、令和６年度の財務諸表にかかる

附属明細書についても、監事監査において、「財務諸表の記載内容を適正に補

足している」と認められた。 

 
  令和６年度決算の概要は以下のとおりである。  

 

（１）資産・負債、損益等の状況 

  令和６年度末における資産・負債の状況をみると、総資産残高は、国債や

貸出金を中心に前年度末と比べ２６兆６，５６２億円減少（▲３．５％）し、

７２９兆７，６６９億円となった。また、総負債残高は、預金（当座預金）

を中心に前年度末と比べ２６兆７，４７６億円減少（▲３．６％）し、７２３兆

８，３９８億円となった（図表１５～１６参照）。 

―― 主な資産の増減状況についてみると、長期国債が、買入減額により、

５７４兆２，２７５億円と前年度末を１１兆３，８９２億円下回った。

また、貸出金は、共通担保資金供給オペ等の減少により、９６兆

８，１２６億円と前年度末を１１兆９５３億円下回った。 

――  主な負債の増減状況についてみると、当座預金が、長期国債の買入減

額及び共通担保資金供給オペ等による資金供給の減少により、５３０兆

４，３２６億円と前年度末を３０兆７，４９３億円下回った。この間、

日本銀行券の発行残高は、１１８兆６，６８５億円と前年度末を２兆

２，１１２億円下回った。 

 

  令和６年度の損益の状況についてみると、経常利益は、前年度比１兆

８，４７７億円減益の２兆７，９２２億円となった。これは、為替円高に伴

い外国為替関係損益が損超に転化したことや、政策金利の引き上げにより補
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完当座預金制度利息が増加したこと等によるものである（図表１７～２５参

照）。 

  特別損益は、収益の振幅を平準化する観点から、債券取引損失引当金の積

立てを行ったこと等から、▲４，７０９億円となった。 

  法人税、住民税及び事業税を差し引いた後の当期剰余金は、前年度比

２２９億円減少の２兆２，６４２億円となり、ここから法定準備金積立額

１，１３２億円（当期剰余金の５％）、配当金（５００万円、払込出資金額の

年５％の割合）を差し引いた残額２兆１，５１０億円を国庫に納付すること

とした。 

 

  令和６年度末の自己資本比率（剰余金処分後）は、１１．７８％と、前年

度末（１１．１７％）に比べ上昇した（図表２６～２７参照）。 

 

（図表１５）資産残高の推移 
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（図表１６）主な資産・負債の増減状況等 

（単位： 億円、（  ）内は前年度末比％、〈 〉内は前年度末比増減額、億円） 

 5 年度末 6 年度末 6 年度末における前年度末比増減要因 

資産合計 

 

 

7,564,231 

(＋2.9) 

〈＋213,065〉 

7,297,669 

（▲3.5） 

〈▲266,562〉

国債、貸出金を中心に減少。 

 うち 

国債 

（短期国債を

含む） 

5,896,634 

(＋1.4) 

〈＋79,427〉 

5,759,308 

（▲2.3） 

〈▲137,325〉

国債の償還額等が買入額及び引受額を

上回ったことから減少。 

 コ マ ー シ ャ

ル・ペーパー等 

22,109 

(＋4.1) 

〈＋876〉 

10,402 

（▲52.9） 

〈▲11,706〉 

コマーシャル・ペーパー等の償還額が買

入額を上回ったことから減少。 

 社債 60,727 

(▲24.2) 

〈▲19,362〉 

48,537 

（▲20.1） 

〈▲12,190〉 

社債の償還額が買入額を上回ったこと

から減少。 

 金銭の信託（信

託財産株式） 

1,707 

(▲44.0) 

〈▲1,339〉 

369 

（▲78.4） 

〈▲1,338〉 

保有株式の売却により減少。 

 金銭の信託（信

託財産指数連

動型上場投資

信託） 

371,861 

(＋0.4) 

〈＋1,401〉 

371,861 

（▲0.0） 

〈▲0〉 

概ね同額で推移。 

 金銭の信託（信

託財産不動産

投資信託） 

6,659 

(▲0.1) 

〈▲6〉 

6,657 

（▲0.0） 

〈▲1〉 

概ね同額で推移。 

 貸出金 1,079,079 

(＋14.3) 

〈＋134,681〉 

968,126 

（▲10.3） 

〈▲110,953〉

共通担保資金供給オペ等の減少により

減少。 

 外国為替 107,361 

(＋17.8) 

〈＋16,256〉 

111,835 

（＋4.2） 

〈＋4,473〉 

外貨建資産の利息収入等により増加。 

負債合計 

 

7,505,874 

(＋2.9) 

〈＋210,025〉 

7,238,398 

（▲3.6） 

〈▲267,476〉

預金を中心に減少。 

 うち 

発行銀行券 

1,208,798 

(▲0.9) 

〈▲10,751〉 

1,186,685 

（▲1.8） 

〈▲22,112〉 

銀行券需要の状況を映じて減少。 

 預金 5,990,253 

(＋3.6) 

〈＋210,447〉 

5,774,500 

（▲3.6） 

〈▲215,752〉

当座預金（残高 530.4 兆円）は、長期国

債の買入減額及び共通担保資金供給オ

ペ等による資金供給の減少により減少

（前年度末比▲30.7 兆円）。 

 政府預金 157,103 

(＋0.7) 

〈＋1,123〉 

39,380 

（▲74.9） 

〈▲117,722〉

国庫の資金繰りの状況を映じて減少。 

 売現先勘定 42,585 

(▲20.7) 

〈▲11,123〉 

128,331 

（3.0 倍） 

〈＋85,745〉 

政府に対する国債売現先残高の増加を

映じて増加。 



 

46 

（参考）「貸出支援基金」による貸付金の残高    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「貸出支援基金」による貸付金の残高には、「貸出金」には含まれない外貨建ての貸付金を含む。 

 

 (単位:億円)

4年度末 5年度末 6年度末

貸付金合計 722,432 836,461 760,470

成長基盤強化を支援するため
の資金供給

71,489 53,482 30,280

貸出増加を支援するための資
金供給

650,943 782,979 730,190



 

47 

（図表１７）主な損益の増減状況等 

(単位： 億円、（  ）内は前年度比％、〈 〉内は前年度比増減額、億円) 

 5 年度 6 年度 6 年度における前年度比増減要因 

経常利益 
 

46,399 
(＋43.6) 

〈＋14,092〉

27,922 
（▲39.8）
〈▲18,477〉

外為関係損益が損超に転化したこと及
び補完当座預金制度利息が増加したこ
とを主因に減益。 

 うち経常収入 21,088 
〈＋5,881〉

25,583 
〈＋4,494〉

国債利息収入の増加等から増収。 

 長期国債関係損益 ▲10 
〈＋59〉 

▲718 
〈▲707〉 

国債補完供給の減額措置の実行に伴う売
却損を計上。 

 外国為替関係損益 13,021 
〈＋5,530〉

▲908 
〈▲13,929〉

外貨建資産の円換算に用いる外国為替
相場の状況を映じて損超に転化。 

 金銭の信託（信託財
産株式）運用損益 

3,881 
〈＋339〉 

4,670 
〈＋788〉 

株式の処分に伴う利益の計上を主因に
益超幅が拡大。 

 金銭の信託（信託財
産指数連動型上場
投資信託）運用損益 

12,356 
〈＋1,312〉

13,826 
〈＋1,469〉

指数連動型上場投資信託の分配金等の
増加により益超幅が拡大。 

 金銭の信託（信託財
産不動産投資信託）
運用損益 

312 
〈＋5〉 

327 
〈＋15〉 

不動産投資信託の分配金等の増加によ
り益超幅が拡大。 

 補完当座預金制度
利息 

▲1,887 
〈▲120〉 

▲12,517 
〈▲10,629〉

適用利率の引上げ等から、補完当座預金
制度の支払利息が増加。 

 貸出促進付利制度
利息 

▲22 
〈＋349〉 

― 
〈＋22〉 

貸出促進付利制度が停止。 

特別損益 
 

▲15,698 
〈▲7,508〉

▲4,709 
〈＋10,989〉 ―― 

 うち債券取引損失
引当金 

▲9,227 
〈▲4,615〉

▲4,727 
〈＋4,499〉

長期国債からの利息収入（有利子負債見
合い部分）等と有利子負債に対する利払
費用等との差額の 100％を積立て。 

 外国為替等取引損
失引当金 

▲6,510 
〈▲2,765〉

― 
〈＋6,510〉

―― 

税引前当期剰余金 30,701 
(＋27.3) 

〈＋6,584〉

23,213 
（▲24.4）
〈▲7,487〉

―― 

法人税、住民税及び事
業税 

7,828 
〈＋4,587〉

570 
〈▲7,258〉

法人税、住民税及び事業税を計上。 

当期剰余金 22,872 
(＋9.6) 

〈＋1,996〉

22,642 
（▲1.0） 
〈▲229〉 

―― 

（注1） 経常収入は､貸出金利息、買現先利息、国債利息､コマーシャル・ペーパー等利息、社債利息、外貨債券利息、

外貨預け金等利息の合計額。 

（注2） 長期国債関係損益は、国債（長期）売却損益。 

（注3） 外国為替関係損益は、外国為替収益又は同費用のうち為替差損益の額。 

（注4） 経常利益には、地域金融強化のための特別当座預金制度の支払利息（▲373 億円）を含む。 

（注5） 各種引当金の▲符号は、積立て（減益要因）を示す。 

（注6） 日本銀行の利益は、その大部分が銀行券の独占的発行権に基づくものであることから、所要の経費や税金を支

払った後の税引後当期剰余金は準備金や配当に充てられるものを除き、総て国庫に納付されることとなってい

る。その際、この納付金は、法人税及び事業税にかかる課税所得の算定上、損金（無税）の扱いとされている。 
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（２）参考計数 

① 損益関係 

（図表１８）長期国債関係損益の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 

（図表１９）外国為替関係損益の推移 
 
 
 
 
 
 
 

（図表２０）金銭の信託（信託財産株式）運用損益の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図表２１）金銭の信託（信託財産指数連動型上場投資信託）運用損益の推移 

 

 
 
 
 
 
 

（図表２２）金銭の信託（信託財産不動産投資信託）運用損益の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (単位:億円)

4年度 5年度 6年度

上半期 下半期

長期国債関係損益 ▲70 ▲10 ▲718 ―― ▲718

158 ―― ―― ―― ――

▲228 ▲10 ▲718 ―― ▲718

売却益

売却損

 (単位:億円)

4年度 5年度 6年度

上半期 下半期

7,490 13,021 ▲908 ▲5,197 4,288外国為替関係損益
(為替差損益）

(単位:億円)

4年度 5年度 6年度

上半期 下半期

3,541 3,881 4,670 2,466 2,204

295 177 78 55 23

▲12 ▲3 ▲0 ▲0 0

3,258 3,707 4,591 2,411 2,179

金銭の信託(信託財産株式)
運用損益

配当金等

減損

売却損益

(単位:億円)

4年度 5年度 6年度

上半期 下半期

306 312 327 79 248

306 312 327 161 166

―― ―― ―― ▲82 82

―― ―― ―― ―― ――売却損益

減損

金銭の信託(信託財産不動産投
資信託)運用損益

分配金等

(単位:億円)

4年度 5年度 6年度

上半期 下半期

11,044 12,356 13,826 12,641 1,184

11,044 12,356 13,826 12,641 1,184

―― ―― ―― ―― ――

―― ―― ―― ―― ――

分配金等

減損

売却損益

金銭の信託(信託財産指数連動
型上場投資信託)運用損益
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（図表２３）経常収入の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（図表２４）運用資産平残の推移 

 

 

 

 

 
 
 

（図表２５）運用資産利回りの推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (単位:億円)

4年度 5年度 6年度

上半期 下半期

運用資産合計(平残) 6,826,381 7,073,315 7,142,147 7,190,190 7,093,840

円貨資産 6,740,002 6,977,695 7,036,770 7,086,667 6,986,598

1,082,583 965,533 1,067,415 1,081,151 1,053,603

買現先勘定 0 1,745 0 0 ――

5,546,766 5,917,709 5,896,259 5,926,729 5,865,621

短期国債 106,843 35,790 27,468 34,395 20,503

長期国債 5,439,923 5,881,919 5,868,791 5,892,334 5,845,117

27,264 24,532 18,269 20,748 15,776

83,386 68,174 54,826 58,038 51,597

外貨資産 86,379 95,620 105,376 103,522 107,241

貸出金

国債

コマーシャル・ペーパー等

社債

 (単位:％)

4年度 5年度 6年度

上半期 下半期

運用資産合計(利回り) 0.222 0.298 0.358 0.330 0.386

円貨資産 0.198 0.247 0.305 0.276 0.335

0.000 0.009 0.054 0.022 0.086

買現先勘定 ―― ▲0.094 0.060 0.060 ――

0.240 0.289 0.352 0.324 0.380

短期国債 ▲0.085 ▲0.096 0.101 ▲0.029 0.322

長期国債 0.246 0.291 0.353 0.326 0.381

0.009 0.028 0.217 0.145 0.312

0.041 0.105 0.203 0.178 0.231

外貨資産 2.134 3.967 3.871 3.993 3.754

貸出金

国債

コマーシャル・ペーパー等

社債

 (単位:億円)

4年度 5年度 6年度

上半期 下半期

経常収入 15,207 21,088 25,583 11,898 13,685

円貨資産 13,364 17,295 21,503 9,825 11,677

7 93 578 122 456

買現先勘定 ―― ▲1 0 0 ――

13,319 17,124 20,774 9,636 11,137

短期国債 ▲91 ▲34 27 ▲5 32

長期国債 13,411 17,158 20,746 9,641 11,104

2 6 39 15 24

34 71 111 51 59

外貨資産 1,843 3,793 4,080 2,072 2,007

貸出金

国債

コマーシャル・ペーパー等

社債
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② 自己資本関係 

（図表２６）自己資本残高及び自己資本比率 

 

 

 

   

 

 

 

（注１）法定準備金等には特別準備金(13 百万円)を含む。 

（注２）自己資本残高については、円単位での計算後、億円未満を切り捨てているため、表中の
計算結果と必ずしも一致しない。 

 

 

（図表２７）自己資本比率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6

(％)

平成

年度

7.12%(平成24/上末)
7.62%(平成14/上末)

8.38%(平成13年度末)

令和

11.17%(令和5年度末)

11.78%(令和6年度末)

元

 (単位:億円)

4年度末 5年度末 6年度末 (参考)

6年度

上半期末

資本勘定(A) 35,484 36,628 37,760 +1,132 36,628

資本金 1 1 1 ―― 1

法定準備金等 35,483 36,627 37,759 +1,132 36,627

引当金勘定(B) 83,292 99,029 103,757 +4,727 98,617

貸倒引当金(特定を除く) ―― ―― ―― ―― ――

債券取引損失引当金 60,622 69,849 74,577 +4,727 72,035

外国為替等取引損失引当金 22,669 29,180 29,180 ―― 26,582

自己資本残高(A)+(B)=(C) 118,776 135,658 141,518 +5,860 135,245

銀行券平均発行残高(D) 1,209,921 1,214,447 1,201,030 ▲13,417 1,198,992

自己資本比率(C)/(D)×100 9.81% 11.17% 11.78% +0.61% 11.27%

前年度末比
増減
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③ 保有有価証券関係 

（図表２８）保有有価証券の時価情報 
＜国債＞                                                        （単位：億円） 

 価  額 時  価 評価損益 

6/3 月末 5,896,634 5,802,297 ▲94,337

7/3 月末 5,759,308 5,473,062 ▲286,246

 

＜コマーシャル・ペーパー等＞                         

6/3 月末 22,109 22,109 ―― 

7/3 月末 10,402 10,402 ―― 

 

＜社債＞                                               

6/3 月末 60,727 60,464 ▲262

7/3 月末 48,537 48,171 ▲365

 

＜金銭の信託（信託財産株式）＞                          

6/3 月末 1,641 8,081 6,440

7/3 月末 352 1,454 1,102

 

＜金銭の信託（信託財産指数連動型上場投資信託）＞         

6/3 月末 371,861 744,982 373,120

7/3 月末 371,861 700,574 328,712

 

＜金銭の信託（信託財産不動産投資信託）＞                  

6/3 月末 6,561 7,387 825

7/3 月末 6,554 7,086 532

 

（注１）金銭の信託は、信託財産（約定ベース）のみを対象としているため、上記の帳簿価額は貸借対

照表価額とは必ずしも一致しない。 

（注２）時価は、期末日における市場価格等に基づいている。 
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２．令和６年度経費決算等 

 第１４０回事業年度（令和６年度）経費決算は、「修繕費」や「一般事務費」

が増加したものの、銀行券自動鑑査機関連や営業所工事関連の支出減少等に

より「固定資産取得費」が減少したことを主因に、全体では前年度比０．１％

減少（▲２億円）し、総額２，１３３億円となった。 

 

（図表２９）第１４０回事業年度（令和６年度）経費決算 

（単位　円）

前年度決算額

比較増減(▲)

銀 行 券 製 造 費 銀 行 券 製 造 費 62,646,696,000 62,646,696,000 62,646,696,000 0 721,598,000

国 庫 国 債 事 務 費 国 庫 国 債 事 務 費 21,467,753,000 21,467,753,000 20,971,152,313 496,600,687 200,194,979

役 員 給 与 437,665,000 442,665,000 442,280,200 384,800 7,816,300

給 与 等 職 員 給 与 44,243,092,000 44,243,092,000 43,555,817,676 687,274,324 1,365,771,910

退 職 手 当 8,719,282,000 8,714,282,000 8,376,249,456 338,032,544 ▲ 1,803,987,833

小   　 計 53,400,039,000 53,400,039,000 52,374,347,332 1,025,691,668 ▲ 430,399,623

旅 費 交 通 費 2,556,476,000 2,556,476,000 1,868,100,005 688,375,995 ▲ 54,205,111

交 通 通 信 費 通 信 費 2,231,812,000 2,231,812,000 2,062,904,695 168,907,305 174,958,143

小   　 計 4,788,288,000 4,788,288,000 3,931,004,700 857,283,300 120,753,032

修 繕 費 修 繕 費 3,275,356,000 3,275,356,000 3,166,912,048 108,443,952 1,153,660,307

消 耗 品 費 1,160,033,000 1,160,033,000 982,340,762 177,692,238 ▲ 166,726,025

光 熱 水 道 費 2,922,988,000 2,922,988,000 2,412,532,096 510,455,904 ▲ 70,379,498

一 般 事 務 費 建 物 機 械 等 賃 借 料 6,659,514,000 6,659,514,000 6,581,830,168 77,683,832 ▲ 368,914,902

建 物 機 械 等 保 守 料 12,022,976,000 12,022,976,000 11,544,036,516 478,939,484 343,961,822

事 務 費 37,805,679,000 37,805,679,000 35,426,102,009 2,379,576,991 1,171,210,052

小  　  計 60,571,190,000 60,571,190,000 56,946,841,551 3,624,348,449 909,151,449

206,149,322,000 206,149,322,000 200,036,953,944 6,112,368,056 2,674,958,144

固 定 資 産 取 得 費 固 定 資 産 取 得 費 13,520,503,000 13,520,503,000 13,240,914,059 279,588,941 ▲ 2,842,443,013

う ち 認 可 対 象 分 2,087,684,000 2,087,684,000 1,970,596,775 117,087,225 ▲ 1,680,698,933

予 備 費 予 備 費 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0

合                  計 220,669,825,000 220,669,825,000 213,277,868,003 7,391,956,997 ▲ 167,484,869

う ち 認 可 対 象 分 209,237,006,000 209,237,006,000 202,007,550,719 7,229,455,281 994,259,211

合計（固定資産取得費、予備費を除く）

剰    余    額決    算    額予  算  現  額当  初  予  算  額科　　　　　目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）認可対象分とは、業務の用に供する不動産にかかる固定資産取得費を除いたもの。これについて当該事業年度の

「決算報告書」を作成し、監事の意見書を添付のうえ、財務大臣に提出している。 
業務用不動産にかかる固定資産取得費は認可対象外であるが、認可対象分と同様に、監事監査において「経費支

出の状況を適正に示している」と認められた。 
予算現額は、当初予算額に、予備費の使用額、予算の移し替えに伴う増減額を加えた額である。 
６年度においては、予備費の使用はなかった。また、役員給与の改訂に伴い、大科目「給与等」に属する中科目

「役員給与」の予算に▲5 百万円の不足が見込まれたことから、同一大科目の中科目「退職手当」から 5 百万円

の移し替えを行った。 
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 業務分野毎の経費は下表のとおりとなった。 

 

（図表３０）業務分野毎の経費（令和６年度） 

 （単位：百万円）

分  野 経 費 

  

前年度比増減 構成比（%）

発券関係業務 ９５，５４９ ＋７８４ ４３．１ 

金融政策関係業務 ２５，３５５ ＋１，７５０ １１．４ 

金融システム関係業務 １９，６５１ ＋７４７ ８．９ 

決済システム関係業務 ３４，７１３ ▲７９６ １５．７ 

国庫・国債・その他政府関係業務 ４６，３１３ ▲１００ ２０．９ 

合  計 ２２１，５８０ ＋２，３８４ １００．０ 

（注１）損益計算書上の経費（２，２１６億円）を対象に作成している。なお、計数は

単位未満四捨五入としている。 

（注２）日本銀行が行っている国際関連、調査・研究・統計などの業務や対外的な説明

活動、組織運営面の取り組みに関する経費は、上記の各業務分野に幅広く共通

して関係するため、各業務分野の経費に按分のうえ含めている。 
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（付１）監事監査の概況 

 
監事が日本銀行法の規定等に基づき、令和６年度（一部７年度）に実施し

た監査の概要は以下のとおりである。 

 
１．事業年度財務諸表等に関する監査 

 

（１） 第１３９回事業年度財務諸表等の監査 

監事は、令和６年４月から５月にかけて、第１３９回事業年度（令和５年度）

に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、決算報告書、剰余金処分表及び

附属明細書、並びに同年度下半期に係る損益計算書を監査した。 

監査の結果、これらの記載事項が令和６年３月３１日現在の財産の状況、

６年３月３１日をもって終了した事業年度の損益の状況、同年度の経費支出

の状況及び５年１０月１日から６年３月３１日までの半期の損益の状況を適

正に示していることを確認し、その旨の意見書を総裁に提出した。 
 

（２） 第１４０回事業年度上半期財務諸表等の監査 

監事は、令和６年１０月から１１月にかけて、第１４０回事業年度（令和

６年度）上半期に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書を

監査した。 

監査の結果、これらの記載事項が令和６年９月３０日現在の財産の状況及

び６年４月１日から９月３０日までの半期の損益の状況を適正に示している

ことを確認し、その旨の意見書を総裁に提出した。 
 

（３） 第１４０回事業年度財務諸表等の監査 

監事は、令和７年４月から５月にかけて、第１４０回事業年度（令和６年度）

に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、決算報告書、剰余金処分表及び

附属明細書、並びに同年度下半期に係る損益計算書を監査した。 

監査の結果、これらの記載事項が令和７年３月３１日現在の財産の状況、

７年３月３１日をもって終了した事業年度の損益の状況、同年度の経費支出

の状況及び６年１０月１日から７年３月３１日までの半期の損益の状況を適

正に示していることを確認し、その旨の意見書を総裁に提出した。 
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２．銀行券、有価証券、帳簿等の監査 
 

監事は、令和６年度中、本店及び支店が保管・管理する銀行券、有価証券、

帳簿等について、本店８局室研究所及び支店３２か店において、監査を延べ

５６回実施した。 

 
３．業務・経費の執行状況についての監査 
 

監事は、令和６年度中、業務・経費の執行状況に関する監査として、本店

３局のほか、支店３２か店、国内１２事務所、海外２事務所の監査を実施し

た。また、本店各局室研究所の業務・経費の執行状況について所管部局の概

況説明を受けるとともに、重要案件について随時、説明・報告の聴取（概況

説明を含め１７０件）、回議等関係書類の閲覧（２４２件）、営業所等施設の

視察（６件）等を行った。 
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（付２）政策委員会主要議事事項一覧 

（令和６年４月～令和７年３月） 

 

令和６年４月 

 

1．議決事項 

（1）金融政策決定会合関係 

● 金融市場調節方針の決定に関する件（4月 25・26 日） 

● 「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（4月 25・26 日） 

● 「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の一部改正に

関する件（4月 25・26 日） 

● 「経済・物価情勢の展望（2024 年 4 月）」の基本的見解を決定する件（4月 25・26

日） 

● 金融政策決定会合の議事要旨（2024 年 3 月 18、19 日開催分）に関する件（4月 25・26

日） 

 

（2）通常会合関係 

● 理事の推薦に関する件（4月 12 日） 

● 政策委員会月報（令和 6年 3月）に関する件（4月 23 日） 

● 参与の推薦に関する件（4月 23 日） 

● 第 139 回事業年度決算等に関する件（4月 26 日） 

 

2．報告事項 

● 最近の考査結果の概要（4月 5日） 

● 金融システムレポート（4月 12 日） 

● 中央銀行デジタル通貨のパイロット実験の状況等（4月 12 日） 

● 2023 年度「不動産の取得または処分」に関する報告（4月 19 日） 

● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（4月 23 日） 
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令和６年５月 

 

1．議決事項 

通常会合関係 

● 令和 5年度の業務概況書の作成に関する件（5月 24 日） 

● 政策委員会月報（令和 6年 4月）に関する件（5月 24 日） 

 

2．報告事項 

該当なし 

 

令和６年６月 

 

1．議決事項 

（1）金融政策決定会合関係 

● 金融市場調節方針の決定に関する件（6月 13・14 日） 

● 長期国債の買入れ方針の決定に関する件（6月 13・14 日） 

● 「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（6月 13・14 日） 

● 金融政策決定会合の議事要旨（2024 年 4 月 25、26 日開催分）に関する件（6月 13・14

日） 

 

（2）通常会合関係 

● 「通貨及び金融の調節に関する報告書」作成に関する件（6月 7日） 

● 政策委員会月報（令和 6年 5月）に関する件（6月 21 日） 

 

2．報告事項 

● 企業向けサービス価格指数 2020 年基準改定結果（6月 4日） 

● 令和 5年度下期中の保有外貨資産の管理状況（6月 4日） 

● 2024/3 月末における本行バランスシートの状況（6月 4日） 

● 2023 年度のシステム関連事務の遂行状況（6月 7日） 

● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（6月 11 日） 

● 業務リスク管理（6月 21 日） 

● 改刷に向けた準備の進捗状況（6月 25 日） 

● 令和 5年度における国家公務員と比較した本行職員の給与水準（ラスパイレス指数）

（6月 28 日） 
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令和６年７月 

 

1．議決事項 

（1）金融政策決定会合関係 

● 金融市場調節方針の決定に関する件（7月 30・31 日） 

● 補完当座預金制度の適用利率の変更の決定に関する件（7月 30・31 日） 

● 基準割引率および基準貸付利率の変更の決定に関する件（7月 30・31 日） 

● 貸出増加支援資金供給等の新規実行分の扱いの決定に関する件（7月 30・31 日） 

● 長期国債買入れの減額計画の決定に関する件（7月 30・31 日） 

● 「補完当座預金制度基本要領」の一部改正等の決定に関する件（7月 30・31 日） 

● 「金融市場調節方針の変更および長期国債買入れの減額計画の決定について」の公表

に関する件（7月 30・31 日） 

● 「経済・物価情勢の展望（2024 年 7 月）」の基本的見解を決定する件（7月 30・31

日） 

● 金融政策決定会合の議事要旨（2024 年 6 月 13、14 日開催分）に関する件（7月 30・31

日） 

● 2025 年の金融政策決定会合の開催予定日に関する件（7月 30・31 日） 

 

（2）通常会合関係 

● 「日本銀行組織規程」の一部変更に関する件（7月 5日） 

● 参与の推薦に関する件（7月 12 日） 

● 金融取引等審査会委員の選任に関する件（7月 19 日） 

● 政策委員会月報（令和 6年 6月）に関する件（7月 19 日） 

 

2．報告事項 

● 2023 年度下期の検査結果等（7月 5日） 

● 金融経済教育推進機構の本格稼働に向けた対応状況（7月 5日） 

● 最近の考査結果の概要（7月 12 日） 

● 最近のコンプライアンス会議の活動状況等（7月 19 日） 

● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（7月 26 日） 
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令和６年８月 

 

1．議決事項 

● 理事の推薦に関する件（8月 30 日） 

 

2．報告事項 

該当なし 

 

令和６年９月 

 

1．議決事項 

（1）金融政策決定会合関係 

● 金融市場調節方針の決定に関する件（9月 19・20 日） 

● 「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（9月 19・20 日） 

● 金融政策決定会合の議事要旨（2024 年 7 月 30、31 日開催分）に関する件（9月 19・20

日） 

 

（2）通常会合関係 

● 政策委員会月報（令和 6年 7月）に関する件（9月 6日） 

● 令和 6年度の職員の給与等に関する件（9月 13 日） 

● 参与の推薦に関する件（9月 13 日） 

 

2．報告事項 

● 決済システムレポート（9月 6日） 

● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（9月 17 日） 
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令和６年１０月 

 

1．議決事項 

（1）金融政策決定会合関係 

● 金融市場調節方針の決定に関する件（10 月 30・31 日） 

● 「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（10 月 30・31 日） 

● 「経済・物価情勢の展望（2024 年 10 月）」の基本的見解を決定する件（10 月 30・31

日） 

● 金融政策決定会合の議事要旨（2024 年 9 月 19、20 日開催分）に関する件（10 月 30・

31 日） 

 

（2）通常会合関係 

● 中国人民銀行との間の外国為替の売買に係る取極の期限延長等に関する件（10 月 4

日） 

● 不動産の処分に関する件（10 月 15 日） 

● 政策委員会月報（令和 6年 8・9月）に関する件（10 月 15 日） 

● 第 140 回事業年度上半期財務諸表の作成等に関する件（10 月 29 日） 

 

2．報告事項 

● エンゲージメント推進タスクフォースの検討状況（10 月 11 日） 

● 金融システムレポート（10 月 15 日） 

● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（10 月 29 日） 

 

令和６年１１月 

 

1．議決事項 

通常会合関係 

● 「通貨及び金融の調節に関する報告書」作成に関する件（11月 26 日） 

● 政策委員会月報（令和 6年 10 月）に関する件（11 月 26 日） 

 

2．報告事項 

● 2025 年度 IT 投資計画の策定に向けた取組み（11 月 19 日） 

● 最近の文書系統の業務運営（11 月 22 日） 

● 最近の業務系統の運営（11 月 26 日） 

● 2024 年度上期の検査結果等（11月 29 日） 
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令和６年１２月 

 

1．議決事項 

（1）金融政策決定会合関係 

● 金融市場調節方針の決定に関する件（12 月 18・19 日） 

● 「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（12 月 18・19 日） 

● 「金融政策の多角的レビュー」の基本的見解を決定する件（12 月 18・19 日） 

● 金融政策決定会合の議事要旨（2024 年 10 月 30、31 日開催分）に関する件（12 月 18・

19 日） 

 

（2）通常会合関係 

● 政策委員会月報（令和 6年 11 月）に関する件（12 月 17 日） 

 

2．報告事項 

● 業務継続に関する検討状況と今後の対応方針（12 月 6 日） 

● 令和 6年度上期中の保有外貨資産の管理状況（12 月 6 日） 

● 2024/9 月末における本行バランスシートの状況（12 月 10 日） 

● 2025 年度 IT 投資計画（案）（12月 13 日） 

● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（12 月 17 日） 

 

令和７年１月 

 

1．議決事項 

（1）金融政策決定会合関係 

● 金融市場調節方針の決定に関する件（1月 23・24 日） 

● 補完当座預金制度の適用利率の変更等の決定に関する件（1月 23・24 日） 

● 基準割引率および基準貸付利率の決定に関する件（1月 23・24 日） 

● 「金融市場調節方針の変更について」の公表に関する件（1月 23・24 日） 

● 「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」の一

部改正に関する件（1月 23・24 日） 

● 「経済・物価情勢の展望（2025 年 1 月）」の基本的見解を決定する件（1月 23・24

日） 

● 金融政策決定会合の議事要旨（2024 年 12 月 18、19 日開催分）に関する件（1月 23・

24 日） 
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（2）通常会合関係 

● 役員給与の改訂に関する件（1月 21 日） 

● 政策委員会月報（令和 6年 12 月）に関する件（1月 21 日） 

 

2．報告事項 

● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（1月 21 日） 

 

令和７年２月 

 

1．議決事項 

通常会合関係 

● 令和 7年度の銀行券発注高に関する件（2月 4日） 

● 理事の推薦に関する件（2月 4日） 

● 第 140 回事業年度（令和 6年度）経費予算の執行に関する件（2月 7日） 

● 豪州準備銀行との間の外国為替の売買に係る取極の期限延長等に関する件（2月 18

日） 

● 政策委員会月報（令和 7年 1月）に関する件（2月 28 日） 

 

2．報告事項 

● 事務職員の 2025 年度採用見込みと 2026 年度採用方針（2月 4日） 

● 令和 7年度経費予算編成（2月 7日） 

● 最近の発券系統の運営（2月 28 日） 

 

令和７年３月 

 

1．議決事項 

（1）金融政策決定会合関係 

● 金融市場調節方針の決定に関する件（3月 18・19 日） 

● 「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（3月 18・19 日） 

● 金融政策決定会合の議事要旨（2025 年 1 月 23、24 日開催分）に関する件（3月 18・19

日） 

 

（2）通常会合関係 

● 「2025 年度の考査の実施方針等について」に関する件（3月 11 日） 



 

63 

● 参与の推薦に関する件（3月 11 日） 

● 預金保険機構運営委員会の会議に出席する日本銀行理事を指名する件（3月 11 日） 

● 第 141 回事業年度（令和 7年度）経費予算の作成等に関する件（3月 21 日） 

● 2025 年度不動産その他の重要な財産の取得または処分および「不動産その他の重要財

産取扱基本要領」の一部改正に関する件（3月 21 日） 

● 2025 年度における中期経営計画（2024～2028 年度）に関連した事項に関する件（3月

25 日） 

● 政策委員会月報（令和 7年 2月）に関する件（3月 25 日） 

● 議長の職務を代理する者の決定に関する件（3月 28 日） 

 

2．報告事項 

● 本行保有不動産に関する報告（3月 11 日） 

● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（3月 14 日） 

● 本行におけるダイバーシティ推進の状況（3月 28 日） 
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（付３）役職員の給与・退職手当等 

１．役員報酬等 

役員の報酬等の支給状況 
（単位：千円） 

役名 
令和 6年度年間報酬等の総額 就任・退任の状況 

 
報酬 

（役員俸給）

賞与 
（役員手当）

就任 退任 

総 裁 36,074 24,236 11,838   

副総裁 

（2人） 
57,012 38,352 18,660   

審議委員 

（6人） 
165,891 109,921 55,970 7 年 3 月 26 日 1 人 7 年 3 月 25 日 1 人 

監 事 

（3人） 
48,042 31,848 16,194  7 年 3 月 31 日 1 人 

理 事 

（6人） 
135,261 86,628 48,633

6 年 5 月 11 日 1 人

6 年 9 月 10 日 1 人

7年 3 月 3 日 1 人

6 年 5 月 10 日 1 人 

6 年 9 月 9 日 1 人 

7 年 3 月 2 日 1 人 

7 年 3 月 31 日 1 人 

 
 

役員の退職手当の支給状況（令和６年度中の退職者） 

（単位：千円） 

区分 
支給額

（総額） 

在職 

期間 
退職年月日 

業績 

勘案率
摘要 

審議委員 15,565 5 年 7 年 3 月 25 日 ― 業績評価対象外 

監事 4,499 4 年 7 年 3 月 31 日 1.0 
業績勘案率については、内部

規程の定めに従い、業績評価

委員会が決定。 

理事 9,075 4 年 6 年 5 月 10 日 1.5 
業績勘案率については、内部

規程の定めに従い、業績評価

委員会が決定。 

理事 9,075 4 年 6 年 9 月 9 日 1.5 
業績勘案率については、内部

規程の定めに従い、業績評価

委員会が決定。 
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区分 
支給額

（総額） 

在職 

期間 
退職年月日 

業績 

勘案率
摘要 

理事 9,173 4 年 7 年 3 月 2 日 1.5 
業績勘案率については、内部

規程の定めに従い、業績評価

委員会が決定。 

理事 9,173 4 年 7 年 3 月 31 日 1.5 
業績勘案率については、内部

規程の定めに従い、業績評価

委員会が決定。 

（注）業績勘案率は、業績評価委員会が 0.0 から 2.0 の範囲内で業績に応じて決定。 

 

 

 

２．職員給与 
主要役職の給与支給状況 

（単位：千円） 

 

令和 6年度の年間給与額（平均） 

 
うち俸給・賞与・ 

職務手当計 

局長・審議役級 20,917 20,830 

参事役級 19,448 19,261 

企画役級 15,417 15,295 

（注）「年間給与額」には、通勤手当および時間外勤務手当を含まない。 
 

主要役職の退職手当支給状況 
（単位：千円） 

 退職一時金 企業年金（年額） 

局長・審議役級 31,257 2,730 

参事役級 27,634 2,328 

企画役級 23,393 1,973 

（注）「退職一時金」は、令和 6 年度中に当該役職（企画専門職員は役職

定年前の役職）で退職した職員への支給実績の平均値。また、「企

業年金（年額）」は、当該職員に対する年金支給予定額（61 歳支給

の場合）の平均値。 
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（付４）中期経営計画（2024～2028 年度）1 

１．はじめに 

この中期経営計画は、2024年度から2028年度までの日本銀行の業務・組織

運営の基本方針を定めたものである。 

本計画では、日本銀行が中期的に達成すべき課題を明確に定め、それらの

達成状況を適正に評価していく観点から、対象期間を５年間とし、計画内容

を基本的に固定する枠組みを採用している。 

その上で、環境変化への対応力を確保するため、本計画の開始から３年度

目を目途に中間レビューを行うほか、大きな環境変化が生じた場合には、本

計画の内容を柔軟に見直す方針としている。 

２．日本銀行の行動原則 

日本銀行は、わが国の中央銀行として尊重すべき普遍的な理念を、以下の

とおり行動原則として定め、役職員が日々の業務を遂行する際に常に意識す

べきものと位置付けている。日本銀行は、この行動原則に基づく、政策・業

務運営の適切な遂行を通じて、国民からの信認を確保していく。 

公益の実現 

日本銀行法に定められた目的と理念2を達成することにより、公益の実現

を図る。 

透明性の確保 

外部との様々なネットワークを通じて、政策や業務についての説明責任

を適切に果たす。 

業務の質の向上 

環境変化を適切に捉え、中央銀行サービスの質を高めていく。 

                                                  
1 本計画は、令和 6年 3月 22 日の政策委員会において決定された。 
2 日本銀行法第１条において、日本銀行の目的を銀行券の発行、通貨及び金融の調

節、信用秩序の維持と定めているほか、第２条において、物価の安定を通じて、国民

経済の健全な発展に資することを、通貨及び金融の調節を行うに当たっての理念と定

めている。 
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公正な職務の遂行 

役職員一人一人が、高いモラルを維持しつつ、公正に職務を遂行する。 

経営資源の効果的・効率的活用 

業務および組織の運営に当たっては、経営資源を効果的・効率的に活用

する。 

３．環境認識および経営指針 

中央銀行を取り巻く環境をみると、コロナ禍以前から、デジタル化の進展

に加え、気候変動を含む ESG、SDGs への意識が一段と高まっている。また、

コロナ禍の期間を経て、グローバル化の変質や地政学リスクの高まりが目立

つほか、グローバルに低インフレと低金利環境からの変化が生じている。国

内では、人口減少・高齢化等の社会変化が引き続き経済・金融に大きく影響

している。自然災害の激甚化等の影響も目立っている。外部環境を巡る不確

実性が増し、環境変化のスピードが速まっているもとで、日本銀行の政策・

業務が直面する課題は、拡がり、また複雑化している。 

日本銀行は、こうした環境認識のもとで、わが国の中央銀行としての役割

を適切に果たしていくため、この中期経営計画において、以下の４つを経営

指針とする。 

（１）使命達成に向けて組織力を高める 

日本銀行の使命である「物価の安定」および「金融システムの安定」の達

成に向けて、企画・立案力や調査・研究力、業務遂行力、これらを支える組

織運営力を高めていく。 

（２）変化を的確に捉える分析力を磨き、丁寧な対話に努める 

適切な政策・業務運営を実現していくため、変化を的確に捉える分析力を

磨くとともに、政策・業務運営が内外の幅広い経済主体に影響を及ぼす点を

踏まえ、丁寧な対話に努めていく。 
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（３）デジタル社会にふさわしい高度で安定的な中央銀行サービスを提供す

る（DX推進） 

デジタル技術の活用等を通じて業務遂行力やこれを支える組織運営力を高

めながら、デジタル社会にふさわしい高度で安定的な中央銀行サービスを提

供していく。 

（４）中央銀行員としての誇りとやりがいを支える職場を作り、強い現場力

を発揮していく 

日本銀行員が、政策・業務運営を通じた公益の実現という責務を担うこと

を常に意識しつつ、誇りとやりがいを持って職務に取り組める職場を作り、

強い現場力を発揮していく。 

４．業務運営面での取り組み 

業務運営面においては、以下に掲げる課題に重点的に取り組んでいく。 

（１）金融政策運営に資する適切な企画・立案 

 物価安定のもとでの持続的成長を実現していくため、不確実性が増してい

る外部環境の変化を的確に捉えながら、金融政策運営をしっかりと支えてい

く。 

 こうした観点から、内外の金融経済情勢や市場動向について、デジタル技

術等も用いた分析手法の高度化、統計データの活用やミクロ情報の集積・活

用等を一層進めながら、調査・分析を機動的に行っていく。長い目でみて適

切な政策運営等に資するよう、基礎的な研究にも着実に取り組んでいく。 

 また、「金融政策の多角的レビュー」の結果も踏まえつつ、金融政策の効果

や影響を不断に検証することを通じて、機動的に政策の企画・立案を行って

いくとともに、適切な金融調節を実施するために必要な体制の整備にも取り

組んでいく。 
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（２）金融システムの安定・機能度の向上 

 金融システムの安定確保の観点から、金融経済環境を巡る不確実性の高ま

りやデジタル技術の進歩など、外部環境の変化を踏まえて、データ整備や分

析の高度化を図りつつ、考査・モニタリングを通じて、経営・業務体制やリ

スクプロファイルの複雑化が見込まれる金融機関の経営実態・課題を的確に

把握し、金融機関に適切な働きかけを行う。また、金融機関が金融仲介機能

を円滑に発揮していくための経営課題を共有し、必要な取り組みを後押しし

ていく。 

 上記のような環境変化が金融システムや金融機関経営に及ぼす影響を見据

えつつ、金融システムに関連する政策の企画・立案に際し、引き続きマクロ

プルーデンスの視点を重視していくほか、日本銀行の取引先の適格性判定や

貸出関連などの業務に関しても適切に企画・立案、運営していく。 

 金融システムの安定確保のため必要な場合には、個別金融機関ないし金融

市場に対して、最後の貸し手機能を適切に発揮する。 

 これらの課題に取り組むに当たっては、国内外の関係機関との連携を一層

強化していく。また、金融システムの動向に関して、取り組みの過程で得ら

れた情報等を踏まえつつ、「経済・物価情勢の展望」を決定する金融政策決定

会合において適切な報告を行う。 

（３）決済サービスの高度化・市場基盤の整備 

 わが国の決済システム全体の安全性と効率性の確保・向上の観点から、金

融市場インフラへのオーバーサイトを適切に行っていく。また、基幹システ

ムである日銀ネットの運営者として、その機能を有効に活用し、クロスボー

ダー決済の円滑な実現に向けて送金電文の国際標準化に適切に対応していく。 

 CBDC については、パイロット実験の着実な推進等を通じ、内外の関係者と

適切に連携しつつ、その発行に関する国民的な判断の前提となるよう、技術

面、制度設計面の検討を続ける。また、国際的な議論にも貢献していく。 
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 市場インフラに関しては、市場機能が環境変化に応じて適切に発揮される

よう、内外の市場関係者等と密接に連携しながら、調査企画・基盤整備に取

り組んでいく。 

 これらの課題に取り組んでいく過程では、デジタル技術等を含め、金融取

引、決済、金融市場インフラ等に影響を及ぼす内外の環境変化や議論、取り

組み等を的確に把握した上で、得られた知見を活用し、日銀ネットを含めた

国内の決済システムの高度化や市場基盤整備に資するよう、中央銀行の立場

から貢献していく。 

（４）中央銀行業務の安定的かつ効率的な遂行 

 発券業務については、2024 年に実施予定の改刷対応を円滑に行うとともに、

改刷後の現金還流への対応を含め、現金の受払い、鑑査等の業務を確実かつ

安定的に遂行する。また、キャッシュレス化の進展等を受けた現金の流通や

民間の現金関連事務の取扱い等に関する動向を的確に把握しつつ、それも踏

まえた安定的かつ効率的な現金供給網の維持・構築を図っていく。 

 銀行業務では、日々の日本銀行当座預金の決済や金融市場調節を正確かつ

安定的に遂行する。また、保有外貨資産の管理、外国為替の売買、外国中央

銀行等や国際機関による円貨資産の運用等に協力するための業務等を適切に

行う。 

国庫・国債業務や外国為替平衡操作など国の事務の取扱いについては、多

種多様な事務を確実に遂行するとともに、政府からの実務面の要請にも適切

に対応する。 

 各種の統計作成業務については、必要な基準改定を含め、安定的に遂行す

るとともに、統計整備にかかる内外の議論等に積極的に貢献していく。 

 日銀ネット等重要システムの運行など、以上に掲げる取り組みを支える

日々の業務について、万全を期す。 

 これらの業務遂行に当たっては、事務量の変化、デジタル技術の進展、業

務の相手方を取り巻く環境変化等を見極めつつ、適切な事務処理体制等のあ

り方を検討していく。 
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 業務継続の面では、これまでの自然災害の経験や地震等に関する被災想定

の見直しに加え、自然災害の激甚化やサイバー攻撃、感染症の影響なども踏

まえつつ、日本銀行の経営資源を有効に活用しながら、有事への対応力を維

持・強化していく。 

（５）変化する国際情勢に対応した国際分野での取り組み 

 金融政策、金融・決済システムやこれらに関連する調査・研究、さらには

銀行業務など、中央銀行が行う業務の幅広い分野で、海外当局との協調・連

携等が高度化・複雑化しながら進展している。また、国際的に展開される新

しい取り組みや議論が、各国中央銀行の政策・業務運営に及ぼす影響も増し

ている。 

 こうした状況に的確に対応していく観点から、国内の関係機関や市場関係

者等と密接に連携しつつ、わが国の中央銀行として、国際的な議論等におい

て主導的な役割を果たしていくとともに、その過程で得られた成果や知見を

自らの政策・業務運営にも活かしていく。 

 また、国際通貨金融システムの安定確保の面で、適切な役割を果たしてい

く。アジア地域においても、協力関係強化を促進しつつ、域内金融セーフテ

ィネットの整備に貢献していくことを通じ、アジアの通貨金融システムの一

層の安定化を促す。 

 以上の取り組みに当たっては、各国当局や国際機関等との連携を適切に図

っていく。 

（６）地域経済・金融に対する貢献 

 現在の本支店・事務所を各地域における業務の拠点として有効に活用し、

各種業務の安定的な遂行や金融経済情勢の把握、効果的な情報発信などを通

じて、中央銀行の立場から地域経済・金融に貢献していく。 

 すなわち、現金の円滑な流通を確保するとともに、決済や国庫・国債関連

サービスを適切に提供していく。これらの業務に関しては、災害時の業務継

続に万全を期していく。 
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 また、各地域の企業や金融機関の動向等に関して、各方面とのネットワー

クを強化しつつ、ミクロ情報や地域の金融経済情勢を的確に把握し、政策・

業務運営に活かしていく。同時に、時々の政策・業務運営やその背後の考え

方等について、各地域で丁寧に説明していく。 

（７）対外コミュニケーションの強化 

 日本銀行に対する信頼が幅広く得られるよう、国民各層に対して対外コミ

ュニケーションの強化を図っていく。 

 こうした観点から、金融機関、市場参加者、内外の関係機関や学界等に加

えて、企業や経済団体など幅広い主体との間でネットワークを維持・拡充し、

コミュニケーションを密にしていく。 

 また、ホームページやソーシャルメディアなど、多様な媒体を有効に活用

し、情報アクセス性の向上を図りつつ、重層的な情報の受発信に努めていく

とともに、本支店・関連施設における見学等にかかる対応も充実させていく。 

 これらの取り組みを通じ、政策・業務運営に関して、適切な情報発信を行

いつつ、丁寧な対話に努めていく。 

 国民の金融リテラシー向上の面では、金融広報中央委員会の機能を金融経

済教育推進機構に円滑に移管するとともに、日本銀行としても、同機構と適

切に連携しつつ、本支店・事務所を通じて、引き続き貢献していく。 

５．組織運営面での取り組み 

（１）組織運営面の課題 

組織運営面においては、本支店・事務所の各部署が十分な連携を図りつつ、

以下に掲げる課題に重点的に取り組んでいく。 
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① 業務プロセスの変革 

 中央銀行の政策・業務を取り巻く環境の変化に加え、日本銀行における人

員構成や働き方の変化等を踏まえ、これにスピード感を持って柔軟に対応し

ていくため、業務プロセスの変革や業務の不断の見直しに取り組んでいく。 

 こうした観点から、外部の知見も吸収しつつ、デジタル技術を適切に活用

し、事務プロセスの抜本的な見直しやデータ利活用を一段と進めることを通

じて、安定的・効率的な事務の遂行や調査・分析力の向上、有事への対応力

の強化など、業務運営の高度化に取り組んでいく。 

 これらを組織全体として効果的に推進していくため、必要な体制整備を図

っていく。 

② 多様な人材が活躍する環境作り 

 経済社会を巡る環境や働き方の変化等を踏まえつつ、中央銀行としての役

割を適切に果たすために必要な人材の育成・確保を図る。 

その際、各人がやりがいを持って主体的に職務を遂行できる環境を整備す

る観点から、キャリア形成の支援やワーク・ライフ・バランスの充実等に向

けて、必要な取り組みを推進していく。また、リサーチや IT 等の高度な専門

性を有する人材や、グローバルに活躍できる人材の育成・確保を戦略的に進

めるとともに、組織全体として IT リテラシーの一層の向上にも取り組む。 

さらに、全ての人材が個人として尊重され、持てる力を最大限発揮できる

よう、女性や高年層などの活躍の場を拡げるほか、障がい者雇用に積極的に

取り組むなど、ダイバーシティをさらに推進していく。 

これらの課題に取り組むに当たっては、職員のエンゲージメント向上の視

点を重視し、そのための施策を適切に推進していく。 

③ 業務リスクの適切な管理 

 日本銀行が国民からの信認を確保していくためには、業務全般にわたり安

定的で確実な事務遂行を維持していくこと、および公正な職務の遂行を確保

することが必要である。 
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こうした観点から、人員構成や働き方の変化を踏まえつつ、業務リスクの

効果的な管理に向けて、組織横断的な取り組みを行っていく。その際、デジ

タル技術の積極的な活用とその適切な維持・管理や、業務プロセスの変革を

通じて、業務リスクの低減やリスク管理の効率化を進めていく。 

 また、社会的適合性を意識したコンプライアンスの徹底や、サイバーリス

クへの対応を含めた情報セキュリティ対策の推進に、引き続き取り組んでい

く。 

（２）経営資源に関する事項 

① 人員 

本計画で掲げた課題を着実に達成するため、必要な人員については増強を

図りつつ、業務全般の一層の効率化に努めていく。毎年度の定員（常勤職員

数の最高限度）については、こうした基本的な考え方に沿って、決定し、公

表する。 

② 経費支出 

本計画に掲げた課題を着実に達成するため、必要な経費は確保していく一

方、支出全般の一層の効率化に努めていく。毎年度の経費予算については、

こうした考え方に沿って、決定し、公表する。 

６．事後評価 

本計画に掲げた業務・組織運営面での課題を着実に実行し、機動的な資源

配分の見直しに繋げていく観点から、毎年度、本計画のもとで実施した具体

的施策の達成状況を評価し、公表する。また、計画全体の達成状況等を踏ま

え、次期計画の策定に関する検討を行っていく。 

 

以 上 
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（参考）中期経営計画に関連した事項 

１．令和７年度経費予算 3 

令和 7年度（第 141 回事業年度）経費予算4は、日本銀行が中央銀行としての

役割を果たしていくために必要な経費予算を確保しつつ、経費支出全般にわた

って縮減余地を十分に見極めた結果、以下の通りにすることとした。 

（単位：千円、％）

科　　　　　目 当年度予算額
前年度

当初予算比
増減率

銀 行 券 製 造 費 銀 行 券 製 造 費 63,947,300 2.1
国 庫 国 債 事 務 費 国 庫 国 債 事 務 費 21,755,823 1.3

役 員 給 与 437,324 ▲0.1

給 与 等 職 員 給 与 46,243,871 4.5

退 職 手 当 10,001,642 14.7
小  　  計 56,682,837 6.1

旅 費 交 通 費 2,440,132 ▲4.6
交 通 通 信 費 通 信 費 2,200,940 ▲1.4

小   　 計 4,641,072 ▲3.1
修 繕 費 修 繕 費 2,426,487 ▲25.9

消 耗 品 費 1,143,403 ▲1.4
光 熱 水 道 費 2,510,593 ▲14.1

一 般 事 務 費 建 物 機 械 等 賃 借 料 5,969,779 ▲10.4
建 物 機 械 等 保 守 料 11,223,531 ▲6.6
事 務 費 41,972,461 11.0

小  　  計 62,819,767 3.7

212,273,286 3.0
固 定 資 産 取 得 費 固 定 資 産 取 得 費 23,950,254 77.1

うち認可対象分（注） 6,949,226 232.9
予 備 費 予 備 費 1,000,000 0.0

合　　　　　計 237,223,540 7.5

うち認可対象分（注） 220,222,512 5.3

（注）認可対象分とは、業務の用に供する不動産にかかる固定資産取得費を除いたもの。

合計（除く固定資産取得費、予備費）

 

                                                  
3
 本経費予算は、令和 7 年 3月 21 日の政策委員会において決定された。 
4  日本銀行は、毎事業年度、経費予算を作成しているが、そのうち業務の用に供する

不動産にかかる固定資産取得費を除く経費予算については、当該事業年度開始前に、

財務大臣の認可を受けることとされている（日本銀行法第 51 条第 1項等）。なお、文

中及び表上の計数は単位未満四捨五入。 
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―― 上記経費予算では、システム化関係費用 35,352,585 千円（前年度比

＋3.6％）を、通信費、建物機械等賃借料・同保守料、事務費の中に計

上している。  

   なお、システム化関係費用を見積もる際に予定した外部委託分の開

発規模は 12,145 人月程度、これに日本銀行職員による作業を加えた総

開発規模は、15,586 人月程度となっている。 

 

主な増減をみると、営業所修繕の減少に伴い、修繕費（前年度比▲25.9％）が

減少した一方、営業所関連工事の支出増加や銀行券自動鑑査機の更新等に伴い固

定資産取得費（同＋77.1％）が増加したほか、給与等（同＋6.1％）、一般事務費

（同＋3.7％）が増加したこと等から、全体では前年度を上回る予算となってい

る（同＋7.5％、うち認可対象分＋5.3％）。 

 

２．定員 5 

令和 7年度の定員（常勤職員数の最高限度）は 4,900 人とする。 

                                                  
5 本定員は、令和 7年 3月 25 日の政策委員会において決定された。 


